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は
じ
め
に

　

本
論（

１
）の

目
的
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
「
満
洲
国
」
か
ら
輸
入
し
た
阿
片
、
い
わ
ゆ
る
ナ
チ
阿
片
と
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
ア
ジ
ア
に
お

け
る
そ
の
役
割
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
「
満
洲
国
」
と
の
間
で
阿
片
が
取
引
さ
れ
た
過
程
に
つ

い
て
言
及
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
ナ
チ
阿
片
と
日
本
軍
の
南
方
占
領
地
、
と
り
わ
け
日
本
軍
政
下
の
馬
来
（
マ
レ
ー
）
や
蘭
印
（
オ
ラ
ン
ダ

領
東
イ
ン
ド
）（

２
）と

の
関
係
及
び
そ
こ
で
の
阿
片
専
売
制
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
以
上
を
通
じ
て
、
ナ
チ
阿
片
と
い
わ
ゆ
る「
大

東
亜
共
栄
圏
」（

３
）と

の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

独
「
満
」
阿
片
貿
易
に
つ
い
て
は
、
岡
部
牧
夫
氏
が
古
海
忠
之
の
「
経
歴
書
」
に
お
け
る
阿
片
七
ト
ン
の
ド
イ
ツ
へ
の
引
き
渡
し
の
記
述

に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
「
い
ま
ま
で
実
態
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る（

４
）。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
こ
の
間
の
一
連
の
研

究（
５
）が

そ
の
実
態
の
一
部
を
解
明
し
て
い
る
。
ナ
チ
阿
片
と
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
内
外
の
研
究
で
は
全

く
実
態
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
原
朗
氏
の
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
貿
易
・
金
融
構
造
に
関
す
る
先
駆
的
な
研
究
、
山
本
有
造
氏
の
「
大
東

亜
共
栄
圏
」
の
交
易
に
関
す
る
数
量
経
済
史
的
分
析
、
荒
川
憲
一
氏
の
「
大
東
亜
物
流
圏
」
の
再
編
と
崩
壊
に
関
す
る
研
究
、
倉
沢
愛
子
氏

の
資
源
と
い
う
観
点
か
ら
の
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
人
流
・
物
流
に
つ
い
て
の
研
究
並
び
に
安
達
宏
昭
氏
の
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
構

想
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
阿
片
は
研
究
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い（

６
）。

さ
ら
に
は
最
近
の
河
西
晃
祐
氏
の
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
構

想
や
日
本
の
南
方
体
験
に
着
目
し
た
研
究
に
お
い
て
も
、
野
村
佳
正
氏
の
陸
軍
の
占
領
地
軍
政
と
軍
事
作
戦
と
の
相
互
作
用
に
着
目
し
た

「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
形
成
と
構
造
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、
阿
片
は
分
析
の
対
象
外
で
あ
る（

７
）。

そ
う
し
た
な
か
で
、
小
林
英
夫
氏
の
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
形
成
と
崩
壊
に
関
す
る
研
究
は
、
先
駆
的
に
日
本
帝
国
主
義
が
「
大
東
亜
共

栄
圏
」
内
の
イ
ン
フ
レ
を
阿
片
供
給
に
よ
っ
て
「
終マ

マ束
」
し
よ
う
と
し
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
蒙
疆
阿
片
が
南
方
貿
易
決
済
手

段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る（

８
）。

し
か
し
そ
の
阿
片
供
給
の
実
態
は
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か

（法政研究 86－3－48）
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も
ナ
チ
阿
片
に
つ
い
て
も
言
及
は
さ
れ
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
ゲ
ー
ル
ケ
ン
が
東
南
ア
ジ
ア
、
特
に
蘭
印
と
ド
イ
ツ
と
の
阿
片
貿
易
に
つ

い
て
指
摘
は
し
て
い
る
も
の
の
、
わ
ず
か
数
頁
で
不
正
確
な
箇
所
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る（

９
）。「

満
洲

国
」
に
保
管
さ
れ
た
ナ
チ
阿
片
に
つ
い
て
日
本
を
含
む
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
の
関
わ
り
の
中
で
考
察
し
た
研
究
も
筆
者
の
研
究
以
外
は
存

在
し
な
い

）
（1
（

。
ま
た
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
け
る
阿
片
専
売
制
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
小
田
部
雄
次
氏
が
「
昭
南
」（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）
の

軍
政
を
担
当
し
た
第
二
五
軍
の
予
算
書
を
発
掘
し
、
一
九
四
二
年
度
の
阿
片
の
専
売
収
入
と
そ
の
予
算
に
お
け
る
貢
献
率
を
明
ら
か
に
し
て

い
る

）
（（
（

。
こ
れ
自
体
、
貴
重
な
研
究
成
果
で
あ
る
が
、
阿
片
専
売
制
の
よ
り
詳
細
な
実
態
の
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
管
見
の
限
り
、
小
田
部
氏
の
研
究
以
外
に
日
本
軍
政
下
の
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
け
る
阿
片
専
売
制
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
実

証
研
究
は
見
受
け
ら
れ
な
い

）
（1
（

。
以
上
の
研
究
上
の
空
白
を
埋
め
る
の
も
小
論
の
目
的
で
あ
る
。

一　

独
「
満
」
関
係
と
阿
片

　

一
九
三
三
年
一
月
に
ナ
チ
ス
政
権
が
成
立
し
た
が
、
そ
の
当
初
の
農
業
政
策
は
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
（
自
給
自
足
）
政
策
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

ナ
チ
ス
政
権
は
同
年
三
月
に
「
油
脂
法
」
を
制
定
し
て
、
当
時
年
間
一
〇
〇
万
ト
ン
ほ
ど
輸
入
し
て
い
た
満
洲
大
豆
を
大
幅
に
制
限
し
た
。
そ

も
そ
も
安
価
な
満
洲
大
豆
は
そ
の
大
豆
油
が
マ
ー
ガ
リ
ン
の
原
料
と
な
り
、
そ
の
大
豆
粕
が
乳
牛
の
飼
料
と
し
て
中
小
農
民
に
よ
っ
て
好
ん
で

利
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
油
脂
法
」
に
よ
っ
て
満
洲
大
豆
の
輸
入
は
一
九
三
五
年
に
は
約
五
〇
万
ト
ン
へ
と
半
減
し
た
。

そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
は
油
脂
・
飼
料
不
足
に
陥
り
、「
油
脂
飢
饉
」
並
び
に
「
飼
料
飢
饉
」
と
い
わ
れ
る
深
刻
な
食
糧
危
機
が
生
じ
た

）
（1
（

。

こ
の
食
糧
危
機
を
前
に
ヒ
ト
ラ
ー
（A

dolf H
itler

）
は
、
民
衆
の
な
か
で
不
満
が
広
が
る
こ
と
を
何
よ
り
も
恐
れ
て
い
た
。
ヒ
ト
ラ
ー

は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
経
験
か
ら
民
衆
に
対
す
る
食
糧
問
題
の
重
要
性
に
つ
い
て
教
訓
を
引
き
出
し
て
お
り
、
食
糧
価
格
の
高
騰
が
場
合

に
よ
っ
て
は
「
革
命
的
状
況
」
を
導
き
か
ね
な
い
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
食
糧
危
機
を
回
避
す
る
た
め
に
再
度
満
洲
大
豆
を
輸
入

（86－3－49）
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す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
締
結
さ
れ
た
の
が
、「
満
」独
貿
易
協
定
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
一
九
三
六
年
四
月
三
〇
日
に「
満
」

独
貿
易
協
定
が
調
印
さ
れ
、
翌
五
月
一
日
に
発
表
さ
れ
た

）
（1
（

。

一
九
三
七
年
五
月
二
一
日
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
、「
満
洲
国
」
関
係
官
憲
代
表
加
藤
日
出
吉
通
商
代
表
と
四
ヵ
年
計
画
庁
の
外
国

為
替
管
理
局
長
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
（H

elm
uth W

ohlthat

）
と
の
間
で
、「
満
」
独
貿
易
協
定
の
協
定
効
力
延
長
同
意
書
が
調
印
さ
れ
た

）
（1
（

。

こ
の
間
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
は
一
九
三
六
年
四
月
八
日
に
中
独
（
ハ
プ
ロ
）
条
約
を
締
結
し
、
対
中
国
武
器
輸
出
並
び
に
中
国
か
ら
の
タ
ン

グ
ス
テ
ン
を
始
め
と
す
る
鉱
業
資
源
の
輸
入
を
行
な
っ
て
い
た

）
（1
（

。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
は
中
国
国
民
政
府
へ
の
配
慮
か
ら
「
満
洲
国
」
を
正

式
に
承
認
し
な
い
ま
ま
、「
満
」
独
貿
易
協
定
を
締
結
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
一
九
三
八
年
二
月
二
〇
日
に
ヒ
ト
ラ
ー
は
つ
い
に
「
満

洲
国
」
の
正
式
承
認
を
表
明
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
「
満
洲
国
」
正
式
承
認
を
踏
ま
え
て
、
一
九
三
八
年
九
月
一
四
日
に
新
京
に
お
い
て
「
満

洲
国
及
独
逸
国
間
ノ
貿
易
及
支
払
ニ
関
ス
ル
協
定
」
が
署
名
調
印
さ
れ
た
。
今
や
「
満
」
独
貿
易
協
定
は
、
正
式
の
国
家
間
の
貿
易
協
定
と

し
て
締
結
さ
れ
る
に
至
っ
た

）
（1
（

。

こ
う
し
た
一
連
の
貿
易
協
定
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
満
洲
大
豆
の
輸
入
量
は
着
実
に
増
加
し
て
い
っ
た
。
一
九
三
六
年
の
四
五
万
ト
ン
か

ら
一
九
三
七
年
に
は
五
四
万
ト
ン
に
増
加
し
、
一
九
三
八
年
に
は
七
一
万
ト
ン
に
増
加
し
た
。
一
九
三
九
年
は
九
月
に
第
二
次
世
界
大
戦
が

勃
発
し
た
が
、
ド
イ
ツ
は
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
間
に
五
八
万
ト
ン
ほ
ど
満
洲
大
豆
を
輸
入
し
て
い
た
。
戦
間
期
の
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
、
満

洲
大
豆
は
油
脂
や
飼
料
の
原
料
と
し
て
依
然
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
農
産
物
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る

）
（1
（

。

一
九
三
九
年
九
月
一
日
の
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に
よ
っ
て
独
「
満
」
通
商
関
係
は
、
確
か
に
一
時
的
に
途
絶
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
両

国
の
通
商
関
係
は
一
九
四
〇
年
二
月
一
一
日
の
独
ソ
経
済
協
定
を
契
機
に
再
開
し
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
を
通
じ
て
満
洲
大
豆
の
輸
送
が
再
開
さ
れ

た
。
そ
の
量
は
、
一
九
四
一
年
六
月
に
独
ソ
戦
が
勃
発
す
る
ま
で
の
間
、
総
計
約
一
六
・
七
万
ト
ン
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
満
」
独
貿
易
協

定
で
取
り
決
め
ら
れ
た
量
は
輸
送
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
既
に
一
九
四
〇
年
に
は
、「
満
洲
国
」
は
対
独
関
係
に
お
い
て
六
一
六
万
円
ほ

ど
の
輸
入
超
過
に
陥
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
独
「
満
」
通
商
関
係
に
お
い
て
は
、
満
洲
大
豆
不
足
が
顕
著
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た

）
（1
（

。

（法政研究 86－3－50）
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そ
う
し
た
な
か
、
一
九
四
〇
年
一
月
に
は
満
洲
重
工
業
総
裁
の
鮎
川
義
介
に
よ
る
訪
独
が
な
さ
れ
て
い
た
。
彼
の
訪
独
は
外
国
為
替
管
理

局
長
で
、
ド
イ
ツ
経
済
使
節
団
代
表
の
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
の
来
日
・
来
「
満
」
に
際
し
て
は
、
重
要
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

在
独
日
本
大
使
の
来
栖
三
郎
が
鮎
川
と
の
関
係
を
も
考
慮
し
て
、
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
の
来
日
・
来
「
満
」
を
要
望
し
て
お
り
、
結
果
的
に
鮎

川
の
訪
独
が
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
の
来
日
（「
満
」）
を
導
い
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る

）
11
（

。

ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
の
来
日
・
来
「
満
」
は
、
円
ブ
ロ
ッ
ク
圏
内
の
諸
国
と
ド
イ
ツ
と
の
貿
易
協
定
締
結
が
主
た
る
目
的
で
は
あ
っ
た
が
、

彼
は
「
満
」
独
貿
易
協
定
の
延
長
問
題
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
側
の
責
任
者
と
し
て
行
動
し
た
。
第
二
次
大
戦
勃
発
に
よ
っ
て
満
洲
大
豆
の
輸

送
が
困
難
と
な
り
、
日
本
側
の
需
要
の
増
大
、
大
豆
の
不
作
、「
満
洲
国
」
内
で
の
食
糧
難
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
対
し
て
満
洲
大
豆
の
供

給
が
困
難
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
満
洲
国
」
の
対
ド
イ
ツ
借
款
は
、
満
洲
大
豆
不
足
に
よ
っ
て
返
済
困
難
と
な
っ
た
。
そ
の
決
済
と
し

て
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
は
一
九
四
一
年
四
月
下
旬
に
「
満
洲
国
」
を
訪
問
し
た
際
に
、
当
時
「
満
洲
国
」
経
済
部
次
長
だ
っ
た
古
海
忠
之
に
対

し
て
、
満
洲
大
豆
に
代
わ
っ
て
阿
片
七
ト
ン
を
要
求
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
古
海
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
一
九
四
一
年
四
月
下
旬　

独
乙
経
済
使
節
ウ
オ
ル
タ
ー
ト
来
満
。
満
独
貿
易
協
定
ノ
満
洲
側
借
越
分
ニ
付
協
議
シ
タ
ル
結
果
亜
片
七
噸
及

大
豆
油
ヲ
引
渡
ス
コ
ト
ニ
決
定
ス
」（
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。
以
下
、
同
じ
）。
阿
片
七
ト
ン
は
当
時
の
円
に
換
算
す
る
と
約

五
六
三
万
円
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
九
四
〇
年
の
対
「
満
」
輸
出
超
過
額
約
六
一
六
万
円
の
約
九
割
に
相
当
し
た

）
1（
（

。

以
上
の
よ
う
に
独
「
満
」
通
商
関
係
は
、
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
の
来
日
・
来
「
満
」
を
契
機
に
、
従
来
の
満
洲
大
豆
を
め
ぐ
る
通
商
関
係
か

ら
阿
片
を
め
ぐ
る
通
商
関
係
へ
と
転
換
し
た
。
独
ソ
戦
勃
発
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
へ
の
帰
国
が
困
難
と
な
っ
た
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
は
そ
の
ま
ま

日
本
に
居
残
り
、
ド
イ
ツ
経
済
使
節
団
の
代
表
と
し
て
ド
イ
ツ
と
ア
ジ
ア
間
の
貿
易
の
最
高
責
任
者
と
し
て
指
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。

史
料
的
に
確
認
で
き
る
限
り
に
お
い
て
独
「
満
」
間
の
阿
片
貿
易
は
、
一
九
四
一
年
五
月
三
一
日
に
締
結
さ
れ
た
「『
満
』
独
貿
易
及
支

払
に
関
す
る
協
定
の
有
効
期
間
延
長
に
関
す
る
第
二
次
協
定
」
署
名
調
印
以
降
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ド
イ
ツ
側
は
、
満
洲
大
豆
が
納
入
困
難

な
場
合
、
阿
片
七
ト
ン
を
要
求
し
た
が
、
同
年
一
〇
月
末
に
は
阿
片
七
ト
ン
を
「
満
洲
国
」
側
は
実
際
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
側
に
供
給
し
て

（86－3－51）
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い
た
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
へ
の
供
給
義
務
量
は
、
協
定
改
定
の
た
び
に
一
〇
ト
ン
（「
満
」
独
間
の
経
済
関
係
存
続
の
為
の
第
三
次
協
定
）、

四
〇
ト
ン
（「
満
」
独
間
の
経
済
関
係
存
続
の
為
の
第
四
次
協
定
）
へ
と
増
加
し
て
い
っ
た

）
11
（

。

史
料
的
に
判
明
し
た
独
「
満
」
間
の
阿
片
貿
易
の
ル
ー
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

奉
天⇒
　

大
連（
戦
争
末
期
に
は
釜
山
経
由
）⇒　

横
浜
・
神
戸⇒

　
「
昭
南
」・
ペ
ナ
ン⇒

　

フ
ラ
ン
ス
・
ロ
リ
ア
ン（
戦
争
末
期
に
は
キ
ー
ル
）

第
二
次
大
戦
初
期
は
一
九
四
二
年
一
月
の
日
独
伊
軍
事
協
定
に
従
っ
て
、
独
「
満
」
間
の
阿
片
は
主
に
独
伊
の
特
設
巡
洋
艦
を
始
め
と
し

た
封
鎖
突
破
船
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
い
た
。
一
九
四
四
年
初
頭
に
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
っ
て
封
鎖
突
破
船
の
派
遣
中
止
命
令
が
出
さ
れ
た
後
は
、

主
に
ド
イ
ツ
の
潜
水
艦
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
国
防
軍
の
戦
時
日
誌
に
よ
る
と
、
一
九
四
四
年
三
月
前
半
に
フ
ラ
ン

ス
西
岸
に
到
着
し
た
一
隻
の
潜
水
艦
に
は
約
二
ト
ン
の
阿
片
が
積
み
込
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
当
時
「
満
洲
国
」
民
生
大
臣
金
名
世
に
よ
る
と
、

一
九
四
四
年
春
に
六
〇
万
両
（
二
一
・
六
ト
ン
）
の
阿
片
が
ド
イ
ツ
側
に
渡
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
潜
水
艦
が
取
り
に
来
る
の
を
待
つ
た
め
に
、

ド
イ
ツ
公
使
館
に
よ
っ
て
阿
片
専
用
の
特
別
倉
庫
が
奉
天
に
設
置
さ
れ
た

）
11
（

。

二　

ナ
チ
阿
片
と
「
大
東
亜
共
栄
圏
」

（
一
）「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
け
る
ナ
チ
阿
片
と
日
本
の
阿
片
政
策

　

以
上
の
よ
う
に
「
満
洲
国
」
か
ら
輸
入
さ
れ
た
ナ
チ
阿
片
は
、「
昭
南
」・
ペ
ナ
ン
経
由
で
確
か
に
ド
イ
ツ
へ
向
け
て
輸
送
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
れ
ら
の
阿
片
は
モ
ル
ヒ
ネ
の
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
近
年
、
戦
時
期
の
ド
イ
ツ
と
麻
薬
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
て
い
る

）
11
（

が
、
そ
の
な

か
で
モ
ル
ヒ
ネ
は
鎮
痛
剤
と
し
て
戦
争
に
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
し
か
も
モ
ル
ヒ
ネ
は
障
害
者
の
「
安
楽
死
」
に
も
利
用
さ
れ
て
い
た

）
11
（

。
そ

も
そ
も
ド
イ
ツ
は
戦
前
、
阿
片
を
イ
ラ
ン
か
ら
大
量
に
輸
入
し
て
い
た
が
、
大
戦
勃
発
後
、
海
上
封
鎖
に
よ
っ
て
輸
入
が
ス
ト
ッ
プ
し
た
。
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一
九
三
八
／
三
九
年
に
は
ド
イ
ツ
は
イ
ラ
ン
か
ら
三
一
ト
ン
の
阿
片
を
輸
入
し
て
い
た
。
一
九
四
一
年
当
時
の
ド
イ
ツ
で
は
国
際
連
盟
阿
片

委
員
会
に
提
出
し
た
報
告
書
に
よ
る
と
一
九
四
二
年
度
の
医
療
・
学
術
目
的
の
モ
ル
ヒ
ネ
必
要
量
は
九
、
六
五
二
キ
ロ
で
あ
っ
た
。
こ
の
総

量
は
標
準
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
量
八
％
の
阿
片
に
換
算
す
る
と
約
一
二
〇
ト
ン
の
阿
片
に
相
当
す
る
。
当
時
の
ド
イ
ツ
は
一
九
四
二
年
度
に
は
約

一
二
〇
ト
ン
の
阿
片
が
必
要
だ
と
見
積
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
大
戦
勃
発
前
ま
で
に
三
一
ト
ン
の
阿
片
を
イ
ラ
ン
か
ら
輸
入
し
て
い
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
ド
イ
ツ
は
少
な
く
と
も
必
要
量
の
約
四
分
の
一
の
阿
片
を
海
上
封
鎖
に
よ
っ
て
失
っ
て
い
た

）
11
（

。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い

て
は
、
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
は
不
足
す
る
阿
片
を
「
満
洲
国
」
か
ら
補
填
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

他
方
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
で
戦
争
に
必
要
な
原
材
料
を
輸
入
す
る
た
め
に
阿
片
が
独
「
満
」
間
の
よ
う
に
決
済
に
利
用
さ
れ
た
可
能
性

が
高
い
。
特
に
阿
片
の
専
売
制
を
と
っ
て
い
た
馬
来
や
蘭
印
に
お
い
て
、
ナ
チ
阿
片
が
錫
や
タ
ン
グ
ス
テ
ン
並
び
に
ゴ
ム
と
バ
ー
タ
ー
取
引

さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

日
米
英
蘭
戦
勃
発
後
、
馬
来
や
蘭
印
を
軍
事
占
領
し
、
軍
政
を
敷
い
た
日
本
に
と
っ
て
当
地
の
阿
片
専
売
収
入
は
財
政
の
太
宗
を
な
し
て

い
た
。
し
か
し
、
当
地
で
は
イ
ラ
ン
や
イ
ン
ド
か
ら
の
阿
片
が
杜
絶
し
、
財
政
窮
乏
を
告
げ
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら

ド
イ
ツ
は
阿
片
を
独
「
満
」
間
の
よ
う
に
交
換
物
資
と
し
て
利
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
戦
時
の
駐
日
ド
イ
ツ
大
使
館
附
海

軍
武
官
で
あ
っ
た
ヴ
ェ
ネ
カ
ー
（Paul W

enneker
）
は
、
既
に
日
米
英
蘭
戦
勃
発
前
の
一
九
四
一
年
一
〇
月
九
日
付
の
戦
時
日
誌
に
以

下
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る

）
11
（

。

　
「
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
は
可
能
な
限
り
多
く
の
量
の
外
貨
を
出
来
る
限
り
早
く
モ
ノ
に
換
え
る
よ
う
に
薦
め
た
。
特
に
、
供
給
地
域
に
よ
っ

て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
物
資
に
換
え
る
こ
と
を
薦
め
た
」。

　

錫
や
ゴ
ム
並
び
に
タ
ン
グ
ス
テ
ン
な
ど
の
供
給
地
域
、
特
に
馬
来
や
蘭
印
に
お
い
て
最
も
必
要
と
さ
れ
て
い
た
物
資
の
一
つ
が
阿
片
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
阿
片
と
の
バ
ー
タ
ー
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
日
米
英
蘭
戦
勃
発
後
、
泰
（
タ
イ
）
や
仏

印
（
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
）
と
ド
イ
ツ
と
の
間
で
は
円
に
よ
る
為
替
決
算
で
は
な
く
、
バ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
清
算
が
な
さ
れ
て
い
た

）
11
（

。
（86－3－53）
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こ
う
し
た
バ
ー
タ
ー
に
よ
る
清
算
方
法
が
馬
来
や
蘭
印
で
も
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　

そ
も
そ
も
日
米
英
蘭
戦
に
よ
っ
て
印
度
阿
片
の
輸
入
が
杜
絶
し
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
内
の
阿
片
供
給
が
不
足
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。

事
実
、
外
務
省
の
「
昭
和
十
六
年
度
条
約
第
三
課
執
務
報
告
」
で
は
、「
大
東
亜
共
栄
圏
内
ニ
於
ケ
ル
阿
片
麻
薬
対
策
」
に
関
し
て
「
大
東

亜
共
栄
圏
内
ノ
阿
片
麻
薬
問
題
中
重
要
ナ
ル
モ
ノ
」
と
し
て
「
共
栄
圏
内
ノ
阿
片
自
給
策
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た

）
11
（

。
し
か
も
当
時
「
東
亜
圏
」

の
阿
片
需
要
を
金
額
に
評
価
す
る
と
百
億
円
以
上
に
な
る
と
い
わ
れ
た

）
11
（

。
そ
の
た
め
一
九
四
二
年
三
月
に
興
亜
院
華
中
連
絡
部
次
長
は
以
下

の
よ
う
な
内
容
の
「
大
東
亜
共
栄
圏
各
地
域
を
通
ず
る
阿
片
政
策

）
1（
（

確
立
に
関
す
る
件
」
を
作
成
し
、
こ
れ
を
興
亜
院
政
務
部
長
に
送
付
し
た
。

　
「
中
連
財
第
二
〇
一
号

　

昭
和
十
七
年
三
月
二
十
八
日

 

興
亜
院
華
中
連
絡
部
次
長

　

興
亜
院
政
務
部
長
殿

　
　
　
　

大
東
亜
共
栄
圏
各
地
域
ヲ
通
ズ
ル
阿
片
政
策
確
立
ニ
関
ス
ル
件

従
来
南
方
各
地
域
ニ
於
テ
ハ
比
島
ヲ
除
キ
何
レ
モ
阿
片
制
度
ヲ
制
定
シ
テ
之
ヲ
吸
飲
セ
シ
メ
ツ
ツ
概
ネ
莫
大
ナ
ル
財
政
収
入
ヲ
挙
ゲ
居
リ
タ

ル
処
今
般
大
東
亜
戦
ノ
勃
発
ニ
伴
ヒ
之
等
諸
地
域
ガ
主
ト
シ
テ
仰
ギ
居
タ
ル
印
度
阿
片
ノ
輸
入
杜
絶
ハ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

泰
、
仏
印
ノ
如
キ
一
部
地
場
産
ヲ
以

テ
充
足
シ
来
リ
タ
ル
諸
国
以
外
ノ
地
域
ニ
対
シ
少
量
ト
予
想
セ
ラ
ル
ル
『
ス
ト
ツ
ク
』
ヲ
除
キ
テ
ハ
完
全
ナ
ル
阿
片
欠
乏
ヲ
招
来
セ
シ
メ
タ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ヲ
以
テ
之
ガ
当
面
ノ
補
給
ニ
依
リ
テ
宣
撫
ニ
資
シ
且
ツ
将
来
ノ
配
給
関
係
ヲ
考
究
ス
ル
為
早
急
ニ
大
東
亜
共
栄
圏
ヲ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

通
ズ
ル
大
阿
片
政
策
ヲ
確
立
シ
円
滑
ナ
ル
需
給
計
画
ヲ
樹
立
シ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

以
テ
戒
煙
ノ
実
施
ニ
努
ム
ベ
キ
ハ
適
当
ノ
措
置
ト
信
ゼ
ラ
ル
ル
ニ
付
テ
ハ
別

紙
資
料
御
参
考
迄
添
付
置
候
条
至
急
御
詮
議
ノ
上
関
係
方
面
へ
連
絡
相
煩
度

尚
当
面
ノ
補
給
竝
ニ
将
来
ノ
配
給
ニ
関
シ
テ
ハ
差
シ
当
リ
支
那
産
特
ニ
蒙
疆
産
ヲ
以
テ
充
ツ
ル
ノ
外
途
ナ
シ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ト
存
ゼ
ラ
ル
ル
モ
之
等
配
給
ハ

左
記
ノ
理
由
ニ
依
リ
総
テ
中
支
ニ
於
テ
管
掌
ス
ル
コ
ト
ト
致
度
但
南
方
方
面
ヘ
ノ
輸
出
取
扱
機
関
ニ
付
テ
ハ
考
究
中
ニ
有
之
」

）
11
（

（
傍
点
、
引
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用
者
、
以
下
同
じ
）。

　
「
由
是
観
是
大
東
亜
戦
争
ノ
勃
発
、
皇
軍
ノ
南
方
各
地
域
進
駐
ニ
伴
ヒ
之
等
地
域
ニ
対
シ
印
度
阿
片
ノ
輸
入
ハ
断
絶
セ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

レ
ル
ヲ
以
テ
之
ガ
補
給
ハ
当
面
焦
眉
ノ
問
題
ト
言
フ
ヲ
得
ベ
シ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

而
シ
テ
此
ノ
阿
片
行
政
ハ
英
国
及
其
ノ
他
各
国
ノ
従
来
執
リ
来
リ
タ
ル
制
度
ヲ
其
ノ
儘
踏
襲
ス
ル
ノ
必
要
ナ
シ
ト
雖
モ
今
之
ヲ
直
チ
ニ
放
棄

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

セ
ン
カ
密
輸
密
作
横
行
シ
戒
煙
政
策
ハ
根
底
ヨ
リ
覆
サ
ル
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ベ
キ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ニ
付
茲
ニ
確
固
遠
大
ナ
ル
東
亜
共
栄
圏
内
阿
片
政
策
ノ
樹
立

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ヲ
必
要
ト
ス
ル

0

0

0

0

0

0

理
由
存
ス
」）
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（

。

　

以
上
の
よ
う
に
興
亜
院
は
、
印
度
阿
片
杜
絶
に
よ
っ
て
阿
片
欠
乏
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
蒙
疆
阿
片
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
予
定
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
興
亜
院
は
円
滑
な
需
給
計
画
を
打
ち
立
て
る
た
め
の
「
大
阿
片
政
策
」
の
確
立
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
イ
ギ
リ
ス
を
始

め
旧
宗
主
国
の
阿
片
行
政
を
密
輸
密
作
防
止
の
た
め
に
踏
襲
す
る
旨
を
示
唆
し
て
い
る
。「
大
東
亜
共
栄
圏
」
を
通
ず
る
「
大
阿
片
政
策
」
に

は
「
南
方
物
資
」
と
の
バ
ー
タ
ー
が
企
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
年
八
月
一
九
日
に
興
亜
院
内
で
開
催
さ
れ
た
「
支
那
阿
片
対
策
打
合

会
議
資
料
」
は
、「
南
方
共
栄
圏
」
各
地
域
へ
の
阿
片
の
輸
出
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
三
、
対
南
方
共
栄
圏
各
地
域
阿
片
移
輸
出
ニ
就
テ

〔
…
〕
而
シ
テ
之
ガ
供
給
ハ
現
在
ノ
処
域
内
生
産
ノ
外
ハ
差
当
リ
支
那
産
品
ニ
之
ヲ
仰
ガ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
思
料
セ
ラ
ル
ル
ヲ
以
テ

支
那
産
品
ノ
増
収
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ル
コ
ト
ト
シ
之
ガ
移
輸
出
ハ
支
那
ニ
於
テ
必
要
ト
ス
ル
南
方
物
資
ノ
種
類
、
船
腹
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

位マ

マ置
及
現
行
満
支

0

0

0

0

0

各
地
間

0

0

0

バ
ー
タ
ー

0

0

0

0

ノ
運
行
ニ
鑑
ミ
上
海
ヲ
中
継
地
区
ト
シ
テ
之
ニ
当
ラ
シ
ム
ル
ヲ
最
モ
緊
要
且
ツ
適
当
ト
認
ム

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
而
シ
テ
之
ニ
要
ス
ル
資
金

及
機
構
等
ニ
就
テ
ハ
華
中
側
ニ
於
テ
腹
案
考
究
中
ナ
リ

尚
本
件
ニ
関
シ
テ
ハ
本
年
二
月
二
十
八
日
附
中
連
財
第
二
〇
一
号
ヲ
以
テ
政
務
部
長
宛
報
告
済
ナ
リ
」（
ゴ
チ
ッ
ク
原
文
マ
マ
、〔　

〕
内
は

引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
））

11
（

。

以
上
の
よ
う
に
「
南
方
共
栄
圏
」
各
地
域
へ
の
阿
片
の
輸
出
は
、「
支
那
産
」
の
阿
片
と
中
国
が
必
要
と
す
る
南
方
物
資
と
の
バ
ー
タ
ー

（86－3－55）
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が
想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
当
時
蒙
疆
は
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
け
る
阿
片
の
自
給
体
制
確
立
の
た
め
の
、
主
要

な
阿
片
生
産
地
と
し
て
み
な
さ
れ
た
。
事
実
、
一
九
四
二
年
一
二
月
に
は
蒙
疆
政
府
か
ら
駐
蒙
軍
を
介
し
て
南
方
軍
政
総
監
部
宛
て
に
阿
片

九
五
万
両
（
＝
三
四
・
二
ト
ン
）
が
輸
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

）
11
（

。
そ
の
際
、
輸
送
は
日
本
陸
軍
の
「
軍
命
商
社
」
で
あ
る
昭
和
通
商

）
11
（

が
担
っ

た
。
さ
ら
に
一
九
四
三
年
春
に
は
「
東
亜
阿
片
会
議
」
が
東
京
で
開
催
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
満
洲
及
び
蒙
疆
は
東
亜
の
阿
片
供
給
基
地
と

し
て
阿
片
を
増
産
し
、
東
亜
各
国
の
阿
片
の
要
求
に
応
ず
べ
き
こ
と
と
い
う
決
議
が
な
さ
れ
、
阿
片
増
産
の
方
針
が
決
定
さ
れ
た

）
11
（

。

そ
こ
で
の
阿
片
増
産
の
方
針
を
受
け
て
、
一
九
四
三
年
一
一
月
一
六
日
に
日
本
の
厚
生
省
に
お
い
て
阿
片
事
務
連
絡
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。

同
協
議
会
に
出
席
し
た
「
満
洲
国
側
」
は
罌
粟
栽
培
を
「
熱
河
省
興
安
西
省
合
計
二
二
〇
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ヲ　

新
ニ
奉
天
省
・
吉
林
省
・
四
平

省
二
一
〇
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ヲ
指
定
シ
」、「
今
年
度
ハ
概
シ
テ
成
績
良
好
ナ
リ
」
と
報
告
し
て
い
る

）
11
（

。
ま
た
将
来
に
お
け
る
内
外
地
の
需
給
対
策

に
関
し
て
は
、「
支
那
ヲ
中
心
ト
ス
ル
大
東
亜
各
地
（
南
方
ヲ
含
ム
）
ノ
政
治
的
阿
片
需
給
対
策
ハ
大
東
亜
省
阿
片
会
議
ニ
於
テ
討
議
」
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た

）
11
（

。「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
け
る
「
政
治
的
阿
片
需
給
対
策
」
は
大
東
亜
省
阿
片
会
議
が
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

南
方
に
お
け
る
阿
片
の
生
産
量
は
、
一
九
三
〇
年
前
後
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
仏
印
が
大
半
を
占
め
、
総
量
三
万
七
千
七
〇
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

の
う
ち
三
万
一
六
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
生
産
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
消
費
量
は
泰
が
九
万
二
千
三
七
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
馬
来
が
一
四
万
三

千
二
八
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
蘭
印
が
六
万
四
千
九
九
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
仏
印
が
一
三
万
五
千
七
四
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
そ
の
他
が
七
万
九
千
一
八
二

キ
ロ
グ
ラ
ム
、
合
計
五
一
万
四
千
六
八
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
南
方
に
お
い
て
は
四
一
万
六
千
九
七
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
阿
片
が

不
足
し
、
こ
れ
ら
は
輸
入
に
頼
っ
て
い
た
（
表
１
参
照
）。

　

ま
た
阿
片
の
吸
飲
者
は
泰
が
八
万
人
、
馬
来
が
一
三
万
人
、
蘭
印
が
六
万
人
、
仏
印
が
一
二
万
人
、
そ
の
他
が
七
万
人
、
合
計
四
六
万
人

に
の
ぼ
っ
た
（
表
１
参
照
）。

　

な
か
で
も
馬
来
の
阿
片
吸
飲
者
の
大
半
は
華
人
で
あ
り
、
鉱
山
や
農
園
の
い
わ
ゆ
る
苦
力
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
馬
来
の

軍
政
を
担
当
し
た
第
二
五
軍
軍
政
部
調
査
班
の
報
告
が
参
考
に
な
る
。

（法政研究 86－3－56）
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「
阿
片
吸
飲
ニ
関
ス
ル
華
僑
社
会
ノ
特
殊
慣
習
ニ
関
シ
テ
ハ
茲
ニ
贅
セ
サ
ル
ヘ
シ
、
マ
レ
ー
ノ

0

0

0

0

阿
片
吸
飲
者
ハ
主
ト
シ
テ
支
那
人
ニ
シ
テ
而
モ
肉
体
的
労
苦
大
ナ
ル
苦
力

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
殊
ニ
鉱
山
労
働
者
、

護
謨
園
労
働
者
、
人
力
車
夫
ニ
多
シ
之
ヲ
喫
ス
ル
者
ハ
痩
身
ト
ナ
ル
カ
ノ
張
学
良
ノ
如
キ
外
遊

中
阿
片
吸
飲
ノ
習
慣
ヲ
絶
チ
タ
ル
為
帰
朝
后
ハ
肥
満
セ
ル
如
シ

一
説
ニ
ハ
支
那
移
民
ハ
本
国
ニ
於
テ
パ
イ
プ
ヲ
弄
ビ
シ
ノ
ミ
ナ
ル
モ
マ
レ
ー
移
住
後
経
済
的

ニ
余
裕
ヲ
生
ジ
其
ノ
唯
一
最
高
ノ
快
楽
ト
シ
テ
之
ガ
吸
飲
ニ
耽

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

溺0

ス0

、
殊
ニ
激
労
后
ニ
於
テ
倦

0

0

0

0

0

0

0

怠
ヲ
慰
ス
ル
為
他
種
ノ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

誤マ
マ

楽
ハ
之
ヲ
撮
ル
ニ
由
ナ
キ
ヲ
以
テ
阿
片
ニ
赴
ク
又
農
園
鉱
山
等
ニ
於

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

テ
ハ
一
ハ
苦
力
ノ
能
率
ヲ
進
メ
一
ハ
之
ヲ
掛
売
シ
テ
賃
銀
ヨ
リ
差
引
キ
苦
力
頭

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
マ
レ
ー
語
ニ

0

0

0

0

0

テ
カ
パ
ラ
ト
云
フ

0

0

0

0

0

0

0

）
ノ
所
得
ヲ
挙
ゲ
ン
ト
ス
ル
ナ
リ
ト
モ
云
フ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

吸
飲
過
度
ニ
互
レ
ル
モ
ノ
ハ
家

郷
ヲ
忘
レ
テ
唯
阿
片
ノ
ミ
ニ
生
ク
ル
ニ
至
ル
甚
シ
キ
ハ
阿
片
切
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
卒
倒
ス
ル
モ
ノ

ヲ
生
ズ
ル
ナ
リ

マ
レ
ー
ニ
於
テ
ハ

0

0

0

0

0

0

0

嬰マ
マ

粟
ノ
栽
培
ヲ
厳
禁
シ

0

0

0

0

0

0

0

0

之
ガ
販
売
ヲ
専
売
ト
シ
テ
ヨ
リ
久
シ
」）

11
（

。

こ
の
よ
う
に
阿
片
は
苦
力
の
激
労
後
の
倦
怠
を
慰
す
る
娯
楽
で
あ
り
、
苦
力
頭
は
阿
片
を
掛

売
り
し
て
賃
金
か
ら
差
し
引
き
所
得
を
挙
げ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
錫
や
ゴ
ム
を
始
め
と
し
た
農

園
鉱
山
に
お
け
る
華
僑
の
苦
力
と
阿
片
と
の
関
係
が
密
接
不
可
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

表
２
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
蘭
印
、
泰
、
仏
印
、
馬
来
に
お
い
て
は
、
財
政
に
占
め
る
割

合
は
も
と
も
と
大
き
か
っ
た
。
南
方
占
領
地
の
軍
政
に
伴
う
収
支
は
、
各
占
領
地
に
独
立
の
会

計
、
す
な
わ
ち
軍
政
会
計
を
組
織
し
、
日
本
国
内
財
政
と
は
分
離
独
立
し
て
処
理
さ
れ
た
。
軍

政
の
財
政
政
策
の
指
針
は
、
各
占
領
地
と
も
速
や
か
に
財
政
の
自
立
を
は
か
る
こ
と
と
さ
れ
た

）
1（
（

。

表１　共栄圏に於ける阿片の生産消費（1930 年前後）

生産量（キロ） 消費量（キロ） 過不足（キロ） 吸飲者（万人）
南方　　泰 92,378 - 92,378 8
　　　馬来 143,281 - 143,281 13
　　　蘭印 64,099 - 64,099 6
　　　仏印 30,164 135,740 - 105,576 12
　　　其の他 7,541 79,182 - 71,641 7
　　　　計 37,705 514,680 - 416,975 46

出典： 「共栄圏の阿片事情」岡田芳政・多田井喜生・高橋正衛編集・解説『続・現代史資
料12　阿片問題』みすず書房、1986年、195頁、第二表より作成

（86－3－57）
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し
か
も
馬
来
地
域
で
は
日
本
軍
政
下
で
も
阿
片
の
専
売
制
が
敷
か
れ
た
だ
け
で

な
く
、
そ
の
貢
献
率
が
激
増
し
た
。
例
え
ば
、「
昭
南
」
で
は
阿
片
収
入
が
軍
政

部
の
歳
入
に
組
み
込
ま
れ
、
小
田
部
氏
が
明
ら
か
に
し
た
「
昭
南
」
の
軍
政
を

担
当
し
た
第
二
五
軍
の
予
算
書
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
二
年
度
の
第
一
四
半
期
の

全
経
常
部
歳
入
（
臨
時
部
歳
入
を
除
く
）
お
よ
そ
二
九
四
万
ド
ル
の
う
ち
、
阿

片
専
売
収
入
が
一
九
二
万
ド
ル
と
五
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
た
。
第
二
四
半
期

で
も
五
七
九
万
ド
ル
の
う
ち
三
〇
〇
万
ド
ル
と
、
同
じ
く
五
〇
％
以
上
を
占
め
、

臨
時
部
歳
入
を
加
算
し
て
も
二
五
％
に
相
当
す
る
莫
大
な
額
で
あ
っ
た

）
11
（

。
こ
う

し
た
状
況
に
つ
い
て
南
方
開
発
金
庫
調
査
課
「
南
方
占
領
地
財
政
概
況
（
昭
和

一
八
年
八
月
）」
は
「
阿
片
収
入
は
専
売
の
有
無
に
拘
ず
極
め
て
大
な
る
収
入
源

で
あ
つ
た
こ
と
は
南
方
各
地
の
一
大
特
色
で
あ
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る

）
11
（

。
以
上

が
馬
来
地
域
の
阿
片
専
売
制
の
概
要
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
よ
り
詳
細
に
そ
の

実
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

（
二
）
馬
来
の
阿
片
専
売
制
の
実
態

既
述
の
よ
う
に
日
本
軍
が
占
領
す
る
前
か
ら
馬
来
地
域
で
は
阿
片
専
売
制
が

敷
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
日
本
軍
が
踏
襲
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
日

本
軍
が
馬
来
地
域
を
占
領
す
る
前
後
に
お
け
る
阿
片
専
売
制
の
財
政
状
況
は
い

（法政研究 86－3－58）

表２　1930 年　国際連盟調査各国阿片収入財政貢献率

1930年度 1929年度
蘭印 12・99％ 6・35％（但し1928年）
泰 23・09％ 15・81％
仏印 13・85％ 4・70％
馬来
　海峡植民地 46・10％ 15・10％
　聯邦州 13・90％ 12・30％（但し1928年）
　非聯邦州
　　ジョボール 29・39％（但し1924年） 23・00％
　　ケダー 34・55％ 26・78％
　　パーリス 35・85％ 30・19％
　　ケランタン 20・00％ 16・80％
　　トレガンス 28・20％ 17・70％

出典：前掲「共栄圏の阿片事情」194頁、第一表より作成



ナチ阿片と「大東亜共栄圏」（熊野）

643

か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
日
本
軍
が
作
成
し
た
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
占
領
前
に
つ
い
て
は
、
第
二
五
軍
軍
政

部
調
査
班
が
作
成
し
た
一
九
四
二
年
四
月
二
六
日
付
の
史
料
が
参
考
に
な
る
。
以
下
で
は
主
に
一
九
三
八
年
度
の
阿
片
収
入
と
そ
の
貢
献
率

に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
海
峡
植
民
地
歳
入
項
目
別
比
率

　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
三
七　
　
　

全
歳
入
中
の
比
率
％　
　
　

一
九
三
八　
　

全
歳
入
中
の
比
率
％

阿
片
収
入　
　
　

八
、
八
三
九
千
弗　
　
　

二
三
・
七
％　
　
　

六
、
四
三
四
千
弗　
　
　

九
・
二
％

〔
…
〕」）

11
（

以
上
は
、
海
峡
植
民
地
の
阿
片
収
入
の
全
歳
入
中
の
比
率
で
あ
る
が
、
一
九
三
八
年
度
の
阿
片
収
入
が
九
・
二
％
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
次
に
馬
来
の
聯
邦
州
の
阿
片
収
入
の
比
率
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
「
尚
一
九
三
七
及
三
八
年
度
ニ
於
ケ
ル
之
ガ
二マ

マ三
ノ
全
歳
入
額
中
ニ
於
ケ
ル
比
率
ヲ
示
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
三
七
年
度　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
三
八
年
度

〔
…
〕

　

阿
片　
　
　
　
　
　
　
　

五
、
四
二
二
千
弗　

六
・
七
％　
　

五
、
二
四
二
千
弗　

八
・
三
％
」

）
11
（　

こ
の
よ
う
に
聯
邦
州
に
お
い
て
は
一
九
三
八
年
度
の
全
歳
入
額
に
お
け
る
阿
片
収
入
の
比
率
は
八
・
三
％
で
あ
っ
た
。
次
に
一
九
三
八
年

度
の
非
聯
邦
州
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。

「
先
ニ
各
州
別
阿
片
純
収
入
ヲ
掲
グ
（
一
九
三
八
年
度
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

阿
片
純
歳
入　
　
　
　
　
　
　
　
　

歳
入
総
額

ジ
ョ
ホ
ー
ル
州　
　
　

一
、
七
八
六
、
八
三
〇
弗　
　
　

一
七
、
九
二
二
、
〇
九
〇
弗

ケ
ダ
ー
州　
　
　
　
　
　
　

七
八
〇
、
四
六
六　
　
　
　
　

六
、
六
七
一
、
四
三
七

（86－3－59）
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パ
ー
リ
ス
州　
　
　
　
　
　

一
三
二
、
五
七
九　
　
　
　
　
　
　

七
七
一
、
七
五
一

ケ
ラ
ン
タ
ン
州　
　
　
　
　

一
三
七
、
〇
〇
〇　
　
　
　
　

三
、
一
三
四
、
〇
〇
〇

ト
レ
ン
ガ
ヌ
州　
　
　
　
　

一
六
四
、
二
九
七　
　
　
　
　

二
、
四
二
七
、
〇
〇
四

ブ
ル
ネ
イ
島　
　
　
　
　
　
　

四
四
、
六
四
一　
　
　
　
　

一
、
一
八
〇
、
〇
〇
〇
」

）
11
（　

非
聯
邦
州
の
歳
入
総
額
に
占
め
る
阿
片
純
歳
入
の
比
率
は
、
各
州
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
パ
ー
リ
ス
州
は
約
一
七
％
、
ケ
ダ
ー
州
は

約
一
一
％
、
ジ
ョ
ホ
ー
ル
州
は
約
一
〇
％
を
占
め
て
お
り
、
聯
邦
州
の
八
・
三
％
よ
り
も
高
い
貢
献
率
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の

史
料
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
日
本
軍
が
占
領
す
る
前
に
お
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
支
配
下
の
海
峡
植
民
地
、
聯
邦
州
、
非
聯
邦
州
か
ら
な
る
馬

来
で
は
そ
れ
ぞ
れ
阿
片
専
売
制
が
敷
か
れ
、
阿
片
純
歳
入
の
貢
献
率
も
約
一
割
前
後
で
あ
っ
た
。

以
上
は
日
本
軍
占
領
前
で
あ
る
が
、
占
領
直
後
の
馬
来
地
区
の
海
峡
植
民
地
の
予
算
と
阿
片
専
売
の
歳
入
歳
出
と
そ
の
割
合
に
つ
い
て

は
、
昭
和
一
七
年
に
第
二
五
軍
軍
政
部
調
査
班
が
作
成
し
た
以
下
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

「
阿
片
、
酒
及
ビ
煙
草
等
ノ
近
時
歳
入

極
メ
テ
最
近
ノ
数
字
ヲ
掲
ゲ
レ
バ
左
ノ
如
シ

〔
…
〕

　
　
　
　

海
峡
植
民
地

　
　
　
　
　

一
九
四
二
年
予
算　
　

一
九
四
一
年　
　
　
　

一
九
四
〇
年　
　
　
　

一
九
三
九
〔
年
〕

歳
入
総
額　

六
五
、
〇
七
七
千
弗　

四
七
、
一
五
八
千
弗　

三
八
、
二
〇
三
千
弗　

四
〇
、
二
二
六
千
弗

阿
片　
　
　
　

六
、
五
〇
〇　
　
　
　

六
、
七
五
〇　
　
　
　

七
、
一
五
二　
　
　
　

六
、
八
一
七

〔
…
〕」）

11
（以

上
が
海
峡
植
民
地
の
歳
入
で
あ
る
が
、
一
九
四
二
年
予
算
の
阿
片
歳
入
が
総
額
の
約
一
割
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
戦
時
中
の

（法政研究 86－3－60）
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日
本
軍
政
に
よ
る
馬
来
の
阿
片
専
売
事
業
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
馬
来
軍
政
監
部
が
作
成
し
た『
戦
時
月
報（
軍
政
関
係
）』が
参
考
に
な
る
。

以
下
、
詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
は
昭
和
一
八
年
八
月
三
一
日
付
の
『
戦
時
月
報
（
軍
政
関
係
）』
に
掲
載
さ
れ
た
阿
片
の
専
売
事
業
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。

「
三
．
専
売
事
業

　

１
．
阿
片

　
　
　

イ
、
製
造

　
　
　
　
　
　

原
料
阿
片
精
製
高
（
分
工
場
）　　

五
四
、
七
五
七　
　
　

タ
ヒ
ル

　
　
　
　
　
　

煙
膏
包
装
高　
　

（
本
工
場
）　　

五
一
、
八
七
九
、
二　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
、
五
九
三
、
九
六
〇　
　
　

チ
ュ
ー
ブ

　
　
　

ロ
、
販
売

　
　
　
　
　

昭
南　
　
　

七
四
六
、
九
三
五
チ
ュ
ー
ブ　
　
　

三
七
三
、
四
六
七
、
五
弗

　
　
　
　
　

各
州　

一
、
三
四
五
、
〇
〇
〇

〃
　
　
　

六
七
二
、
五
〇
〇
、〔
〇
〕
〃

　
　
　
　
　
　

計　

二
、
〇
九
一
、
九
三
五

〃
　

一
、
〇
四
五
、
九
六
七
、
五
弗

　
　
　

ハ
、
吸
飲
許
可
登
録
手
数
料

　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
三
件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
一
、
五
弗

　
　
　

備
考

　
　
　
　

１ 

、
馬
来
監
財
第
二
九
六
号
ヲ
以
テ
『
阿
片
販
売
価
格
引
上
ニ
関
ス
ル
件
』
ヲ
『
マ
ラ
イ
』
各
州
長
官
ヘ
通
牒
シ
十
月
一
日
ヨ
リ

煙
膏
販
売
価
格
ヲ
一
チ
ュ
ー
ブ
当
リ
八
十
仙
ニ
改
訂
実
施
ス
ル
コ
ト
ゝ
シ
各
州
ヨ
リ
本
部
納
付
金
ハ　

一
チ
ュ
ー
ブ
ニ
付
六
十

仙
ヲ
支
払
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ゝ
セ
リ

（86－3－61）
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２
、（
ロ
）
項
各
州
中
ニ
ハ
『
ス
マ
ト
ラ
』『
ボ
ル
ネ
オ
』
地
区
向
供
給
ヲ
含
ム

　
　
　
　

３
、
仝
本
月
供
給
分
ニ
対
ス
ル
本
部
納
附
金
ハ　

四
〇
三
、
五
〇
〇
弗
ナ
リ
」）

11
（

。

次
は
、
昭
和
一
八
年
一
〇
月
三
一
日
付
の
『
戦
時
月
報
（
軍
政
関
係
）』
に
お
け
る
阿
片
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。

「
二
、
専
売
事
業

１
．
阿
片

　
　

（
イ
）
製
造

　
　
　
　
　

原
料
阿
片
精
製
高　
　
　
　
　
　
　

三
三
、
八
一
三　

タ
ヒ
ル

　
　
　
　
　

煙
膏
包
製
製
造
高　
　
　
　

二
八
、
五
八
五
〔
、
〕
八
六　

タ
ヒ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
四
二
九
、
三
九
三
、　

チ
ュ
ー
ブ

　
　

（
ロ
）
供
給

　
　
　
　
　

本
部
扱　
　
　
　
　
　
　

五
、
二
四
〇
チ
ュ
ー
ブ　
　
　
　
　

三
、
五
二
〇
、
〇
弗

　
　
　
　
　

各
州
市　
　
　

二
、
一
九
五
、
九
八
七

〃
　

一
、
三
一
七
、
五
九
二
、
二
〃

　
　
　
　
　

計　
　
　
　
　

二
、
二
〇
一
、
二
二
七

〃
　

一
、
三
二
一
、
一
一
二
、
二
〃

　
　
　

備
考　

 （
ロ
）
項
各
州
市
向
供
給
ハ
『
昭
南
特
別
市
』『
マ
ラ
イ
各
州
』『
ス
マ
ト
ラ
』『
ボ
ル
ネ
オ
』
地
区
ナ
リ
金
額
ハ
本
部
納
付
金

ヲ
計
上
ス
」）

11
（

。

以
上
の
史
料
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
馬
来
軍
政
監
部
は
確
か
に
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
馬
来
・
蘭
印
（
ス
マ
ト
ラ
）
に
お
い
て
、
分
工

場
で
阿
片
を
精
製
し
、
本
工
場
で
煙
膏
を
製
造
し
、
さ
ら
に
各
州
に
販
売
し
て
い
た
。
日
本
は
、
馬
来
・
蘭
印
に
お
い
て
自
ら
阿
片
を
精
製

し
、
煙
膏
を
製
造
し
、
阿
片
専
売
制
を
引
き
続
き
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
四
三
年
八
月
分
の
煙
膏
供
給
分
に
対
す
る
本
部
納
付
金
は
、

「
四
〇
三
、
五
〇
〇
弗
」（
約
四
割
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
年
一
〇
月
一
日
よ
り
煙
膏
販
売
価
格
は
一
チ
ュ
ー
ブ
当
た
り
「
八
〇
仙
」
へ
と
改

（法政研究 86－3－62）
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訂
さ
れ
、
本
部
納
付
金
は
一
チ
ュ
ー
ブ
に
付
き
「
六
〇
仙
」
へ
と
改
訂
さ
れ
た
。
販
売
価
格
に
占
め
る
本
部
納
付
金
の
比
率
は
、
四
割
か
ら

七
割
五
分
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
一
九
四
三
年
一
〇
月
三
〇
日
付
の
『
戦
時
月
報
』
で
は
、
チ
ュ
ー
ブ
供
給
総
計

「
二
、
二
〇
一
、
二
二
七
チ
ュ
ー
ブ
」
に
対
し
て
販
売
額
は
「
一
、
三
二
一
、
一
一
二
、
二
弗
」
で
あ
り
、
一
チ
ュ
ー
ブ
当
た
り
約
六
〇
仙

で
あ
り
、
販
売
価
格
は
実
際
に
は
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
馬
来
・
蘭
印
に
お
け
る
阿
片
を
精
製
し
、
煙
膏
を
製
造
し
て
い
た
阿
片
工
場
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。「
昭
南
」
に
阿
片
精
製
と
包
装
の
基
地
が
あ
り
、
馬
来
各
州
、
ス
マ
ト
ラ
、
ボ
ル
ネ
オ
な
ど
に
供
給
し
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
小
田

部
氏
が
言
及
し
て
い
る
が
、
詳
細
は
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い

）
11
（

。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
軍
政
監
部
総
務
部
調
査
室
が
一
九
四
三
年
三
月

に
作
成
し
た
「
昭
南
特
別
市
重
要
工
場
現
状
概
況
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
極
秘
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
従
来
知
ら
れ
て
い
な
い
史

料
な
の
で
、
以
下
詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
一
六　

財
政
部
阿
片
工
場

　

視
察
年
月
日　

昭
和
十
八
年
二
月
二
十
四
日

　

案
内
者　

財
政
部
専
売
科
員

　

１　

分
工
場
（
所
在
地　

昭
南
市
テ
ロ
ブ
ラ
ン
カ
路
）

　

 　

本
工
場
ハ
原
料
阿
片
ヲ
煮
沸
精
製
シ
テ
煙
膏
ト
ナ
ス
工
場
ナ
リ
。
戦
禍
ニ
ヨ
リ
殆
ド
全
壊
セ
シ
モ
復
旧
作
業
ヲ
完
成
シ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
昨
年
八
月
ヨ

0

0

0

0

0

リ
操
業
ス

0

0

0

0

。
現
在
ノ
能
力
ハ
戦
前
ノ
１
－３
程
度
ニ
シ
テ
日
産
四
、
六
八
〇
タ
ヒ
ル
ナ
リ
。
工
場
施
設
ハ
煮
沸
鍋
ノ
ミ
ニ
テ
職
工
二
七
名

ナ
リ
。
原
料
ハ

0

0

0

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

0

0

0

0

0

0

0

、
ビ
ル
マ

0

0

0

、
ペ
ル
シ
ャ

0

0

0

0

渡
来
ノ
押
収
品
ナ
ル
ガ
今
後
ノ
補
給
ハ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

マ
ラ
イ

0

0

0

、
ス
マ
ト
ラ

0

0

0

0

ニ
ハ

0

0

ケ
シ

0

0

ノ
栽
培

0

0

0

ハ
困
難
ナ
ル
ヲ
以
テ
蒙
疆
地
方
ヨ
リ
輸
入
ノ
予
定
ナ
リ
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
因
ミ
ニ
マ
ラ
イ
、
ス
マ
ト
ラ
ニ
於
ケ
ル
阿
片
吸
咽
者
ハ
七
万
名
ニ
シ
テ
現
在

0

0

0

0

0

0

0

0

ノ
供
給
量
ハ
三
〇
〇
万

0

0

0

0

0

0

0

0

0

チ
ユ
ー
ブ

0

0

0

0

ナ
リ

0

0

（
戦
前
七
〇
〇
万

0

0

0

0

0

0

チ
ユ
ー
ブ

0

0

0

0

）。

　

２　

本
工
場
（
所
在
地　

昭
南
市
パ
シ
ル
パ
ン
ジ
ャ
ン
路
）

（86－3－63）
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当
工
場
ハ
煙
膏
ヲ
包
装
チ
ユ
ー
ブ
入
シ
、
箱
詰
ト
ナ
ス
工
場
ニ
シ
テ
昨
年
五
月
一
日
ヨ
リ
押
収
煙
膏
ノ
包
装
ヲ
開
始
シ
、
現
在
１
－３

弱
操
業
シ
日
産
二
分
入
チ
ユ
ー
ブ
一
五
〇
、
〇
〇
〇
本
ヲ
包
装
シ
ツ
ツ
ア
リ
。
工
場
ノ
機
械
設
備
ハ
極
メ
テ
優
秀
ナ
リ
。
主
要
作
業
場

ニ
於
ケ
ル
機
械
左
ノ
如
シ
。

　

Ａ　

包
装
用
チ
ユ
ー
ブ
製
作
工
場

　

 　

溶
解
爐
（
鉛
一
錫
一
〇
ノ
比
率
ニ
テ
溶
解
ス
）
二
、
鋳
型
機
二
、
圧
延
機
二
、
打
抜
機
（
一
日
打
抜
能
力
六
八
、
〇
〇
〇
箇
）
六
、
チ

ユ
ー
ブ
製
造
機
（
一
分
間
製
造
数
四
三
箇
）
二
八

　

Ｂ　

注
入
場

　

 　

水
圧
機
四
、
水
圧
配
送
機
一
七
、
注
入
機
三
三
（
一
分
間
注
入
数
四
三
箇
）
包
装
機
（
口
締
用
）
三
三
（
一
分
間
口
締
数
四
三
箇
）
注

入
検
量
機
六
）

　

Ｃ　

木
工
工
場

　
　

製
材
機
五
、
裁
断
機
九
、
製
箱
機
一
〇
、
切
込
機
三

　

Ｄ　

機
械
修
理
工
場

　
　

工
作
機
械
一
二

　

 

従
業
員
一
八
五
名
中
女
工
ハ
一
一
五
名
ニ
シ
テ
チ
ユ
ー
ブ
製
作
（
二
〇
名
）
註
入
場
（
六
五
名
）
ガ
主
ナ
ル
職
場
ナ
リ
。
女
工
ノ
出
身
地

ハ
広
東
人
多
シ
、
賃
銀
ハ
日
給
七
〇
仙
平
均
最
高
ノ
モ
ノ
モ
一
弗
ヲ
出
デ
ズ
」）

1（
（

。

　

財
政
部
阿
片
工
場
は
、
阿
片
を
精
製
し
煙
膏
を
製
造
す
る
分
工
場
と
煙
膏
を
包
装
し
チ
ュ
ー
ブ
に
す
る
本
工
場
と
に
分
か
れ
、
興
味
深
い

こ
と
に
戦
禍
で
全
壊
し
た
も
の
を
復
旧
作
業
に
よ
っ
て
一
九
四
二
年
八
月
か
ら
操
業
し
て
い
た
。「
昭
南
」
占
領
後
、
比
較
的
早
く
操
業
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。
原
料
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ビ
ル
マ
、
イ
ラ
ン
産
の
押
収
品
を
利
用
し
て
い
た
が
、
蒙
疆
か
ら
輸
入
の
予
定
で
あ
る
旨

が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
吸
飲
者
は
七
万
名
で
、
供
給
量
は
当
時
三
〇
〇
万
チ
ュ
ー
ブ
で
、
戦
前
の
半
分
以
下
で
あ
っ
た
。
以
上
が
馬
来
・
蘭

（法政研究 86－3－64）
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印
を
中
心
と
し
た
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
け
る
日
本
軍
政
に
よ
る
阿
片
専
売
制
の
実
態
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
軍
政
は
阿
片

工
場
を
復
旧
さ
せ
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
の
阿
片
専
売
制
や
阿
片
の
製
造
法
を
引
き
継
ぎ
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
内
で
供
給
さ
れ
た
阿
片
を
精

製
し
、
阿
片
煙
膏
を
製
造
し
て
い
た
。「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
い
て
阿
片
は
、
確
か
に
軍
政
の
重
要
な
財
政
的
な
基
盤
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

（
三
）
ナ
チ
阿
片
と
馬
来
・
蘭
印

も
と
も
と
馬
来
・
蘭
印
は
阿
片
の
自
給
が
困
難
で
、
主
に
印
度
や
イ
ラ
ン
等
か
ら
輸
入
し
て
い
た
。
日
米
英
蘭
戦
勃
発
に
よ
っ
て
阿
片
の

輸
入
が
杜
絶
し
た
た
め
、
同
地
で
は
阿
片
が
不
足
し
た
。
そ
の
た
め
昭
和
通
商
を
通
じ
て
蒙
疆
阿
片
が
輸
入
さ
れ
た
。
し
か
し
輸
入
さ
れ
た

阿
片
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
従
来
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
は
ナ
チ
阿
片
の
一
部
を
実
際
に
蘭
印
に
輸

出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
表
３
は
ド
イ
ツ
降
伏
後
、
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
が
日
本
の
外
務
省
宛
て
に
送
付
し
た
書
簡
の
添
付
資
料
か
ら
作
成
し

た
も
の
で
あ
る
。
表
３
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
一
九
四
五
年
二
月
二
八
日
の
時
点
に
お
い
て
、「
昭
南
」
と
蘭
印
（
ジ
ャ
ワ
）
の
ジ
ャ
カ
ル

タ
と
ス
ラ
バ
ヤ
に
は
阿
片
が
そ
れ
ぞ
れ
一
四
ト
ン
、
〇
・
二
ト
ン
、
一
・
五
ト
ン
ほ
ど
保
税
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

も
そ
も
「
昭
南
」
に
保
管
さ
れ
て
い
た
阿
片
の
多
く
は
ド
イ
ツ
の
封
鎖
突
破
船
や
潜
水
艦
に
積
み
直
さ
れ
、
ド
イ
ツ
へ
輸
送
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
の
一
部
は
蘭
印
（
ス
マ
ト
ラ
）・
馬
来
に
輸
出
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
と
ス
ラ
バ
ヤ
の
ド
イ
ツ
の
保
税
倉
庫
に
お
け
る
阿
片
は
、
蘭
印
か
ら
ド
イ
ツ
へ
向
け
た
輸
出
品
で
は
な

く
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
輸
入
品
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
表
１
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
蘭
印
は
そ
も
そ
も
阿
片
を
生
産
し
て
お
ら
ず
、
イ
ン
ド

を
始
め
海
外
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
と
ス
ラ
バ
ヤ
に
保
管
さ
れ
た
ナ
チ
阿
片
は
「
満
洲
国
」
か
ら
輸
送
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
は
、「
満
」
独
協
定
に
基
づ
い
て
「
満
洲
国
」
か
ら
輸
入
し
た
阿
片
を
蘭
印
に
輸
出
し
て

（86－3－65）
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い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
も
第
二
次
世
界
大
戦
中
ド
イ
ツ
は
、
表
４
か
ら
わ

か
る
よ
う
に
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
と
ス
ラ
バ
ヤ
か
ら
錫
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
、
モ
リ
ブ

デ
ン
、
ゴ
ム
を
直
接
輸
入
し
て
い
た
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
と
ス
ラ
バ
ヤ
に
お
い
て
ド

イ
ツ
が
輸
出
し
た
阿
片
と
輸
入
し
た
錫
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
、
モ
リ
ブ
デ
ン
、
ゴ

ム
と
い
っ
た
重
要
戦
時
物
資
と
が
バ
ー
タ
ー
取
引
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
も
ド
イ
ツ
は
、
蘭
印
（
ス
マ
ト
ラ
）・
馬
来
を
統
括
す
る
馬
来
軍
政
か
ら

も
錫
を
始
め
重
要
戦
時
物
資
を
直
接
輸
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
馬
来
軍
政
監
部

の
一
九
四
三
年
一
〇
月
三
一
日
付
の
『
戦
時
月
報
（
軍
政
関
係
）』
は
、
一
〇
月

の
対
独
輸
出
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。

「
４
．
対
独
輸
出
状
況
（
十
月
中
）

グ
ダ
パ
ー
チ
ャ　
　
　

二
五
、
六
屯　
　

ウ
オ
ル
フ
ラ
ム
鉱　

二
九
、
七
八
屯

錫　
　
　
　
　

三
、
二
三
八
、
八
〃　
　

ゴ
ム　
　
　

三
、
五
六
九 

〃

籐　
　
　
　
　
　
　
　
　

三　
　

〃
」

）
11
（　

以
上
の
よ
う
に
、
錫
は
三
、
二
三
八
・
八
ト
ン
、
ゴ
ム
は
三
、
五
六
九
ト
ン
、

ウ
オ
ル
フ
ラ
ム
（
＝
タ
ン
グ
ス
テ
ン
）
鉱
二
九
・
七
八
ト
ン
が
ド
イ
ツ
へ
輸
出

さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
一
九
四
三
年
一
一
月
三
〇
付
の
『
戦
時
月
報
』
で
は
以

下
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

「
２
、
対
枢
軸
向
輸
送
実
績

　
　
　
　

ゴ
ム　
　
　
　
　

二
、
八
一
、マ

マ

九　
　

瓲

表３：1945 年２月 28 日時点での「大東亜共栄圏」におけるナチ阿片の所在（トン）

日本　潜水艦上　昭南　ペナン　ジャカルタ　スラバヤ　盤谷　サイゴン　上海　奉天
 4 4 14 -- 0.2 1.5 --  -- --  10

出典：Abschrift: Übersicht über in Ostasien befindliche Waren「3.対独諸条約に対する措置」
　　： アジア歴史資料センター（JACAR）レファレンスコード（Ref.）[B02032982200]よ

り筆者作成。

表４：�1945 年 2 月 28 日時点でのジャカルタとスラバヤにおけるドイツ所有の錫、タング
ステン、モリブデン、ゴムの保管状況（トン）

  ジャカルタ スラバヤ
 錫 810 569
 タングステン 210 219
 モリブデン 11 6
 ゴム 208 205

出典：Übersicht über in Ostasien befindliche Waren: JACAR Ref.[B02032982200]より筆者作成。

（法政研究 86－3－66）
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ウ
オ
ル
フ
ラ
ム
鉱　
　

一
三
三
、
七　

瓲

　
　
　
　

ガ
タ
パ
ー
チ
ャ　
　
　
　

一
二
、
七　

〃

　
　
　
　

籐　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
、
四　

〃

　
　
　
　

錫
塊　
　
　
　
　

一
、
四
〇
五　

七　

瓲

　
　
　
　

モ
リ
ブ
デ
ン　
　
　
　
　

五
一
、
二　

〃　

」）
11
（

以
上
の
よ
う
に
錫
一
、
四
〇
五
・
七
ト
ン
、
ゴ
ム
二
、
八
一
九
ト
ン
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鉱
一
三
三
・
七
ト
ン
、
モ
リ
ブ
デ
ン
五
一
・
二

ト
ン
が
ド
イ
ツ
へ
向
け
て
輸
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
戦
時
物
資
は
ド
イ
ツ
経
済
使
節
団
の
指
示
の
下
、
ロ
ー
ゲ
ス
商
会
（Roges 

H
andelsgesellschaft G.m

.b.H
., Berlin

）
を
通
じ
て
ま
ず
「
昭
南
」
に
輸
送
さ
れ
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
の
封
鎖
突
破
船
や
潜
水
艦
に
よ
っ
て
ド

イ
ツ
へ
輸
送
さ
れ
て
い
た

）
11
（

。
そ
も
そ
も
ロ
ー
ゲ
ス
商
会
は
ド
イ
ツ
政
府
が
所
有
す
る
会
社
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
経
済
使
節
団
に
よ
っ
て
日
本
で
設

立
さ
れ
た
。
そ
の
本
来
の
目
的
は
、
使
節
団
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
特
定
の
ド
イ
ツ
企
業
を
通
じ
て
戦
時
物
資
を
購
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た

）
11
（

。

戦
時
物
資
の
中
で
も
と
り
わ
け
錫
を
一
九
四
三
年
の
一
〇
月
と
一
一
月
の
二
ヵ
月
間
だ
け
で
ド
イ
ツ
が
馬
来
・
蘭
印
（
ス
マ
ト
ラ
）
か
ら
約
四
、

六
四
四
ト
ン
も
輸
入
し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
ド
イ
ツ
の
錫
需
要
量
の
約
七
ヵ
月
分
に
相
当
す
る

）
11
（

。
海
上
封
鎖
さ
れ
た

ド
イ
ツ
の
金
属
供
出
に
関
す
る
最
近
の
研
究
に
お
い
て
は
、
錫
に
関
し
て
は
占
領
地
や
国
内
か
ら
の
教
会
の
鐘
等
の
供
出
が
着
目
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
馬
来
・
蘭
印
か
ら
の
錫
の
輸
入
は
全
く
着
目
さ
れ
て
い
な
い

）
11
（

。
錫
を
始
め
重
要
な
戦
時
物
資
を
ド
イ
ツ
は
日
本
の
南
方
占
領
地
か
ら

直
接
輸
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
馬
来
と
蘭
印
で
は
蒙
疆
阿
片
と
「
南
方
物
資
」
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
阿
片
と
錫
や
タ
ン
グ
ス
テ
ン
並
び
に

ゴ
ム
と
い
っ
た
重
要
戦
時
物
資
と
が
バ
ー
タ
ー
取
引
さ
れ
た
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
。
こ
の
点
の
解
明
は
今
後
の
課
題
で
は
あ
る
が
、
少
な
く

と
も
ド
イ
ツ
が
「
満
洲
国
」
か
ら
輸
入
し
た
阿
片
を
ジ
ャ
カ
ル
タ
や
ス
ラ
バ
ヤ
に
輸
出
し
、
同
地
で
錫
を
始
め
重
要
戦
時
物
資
を
輸
入
し
て
い

た
事
実
は
確
認
で
き
る
。
大
戦
中
の
独
「
満
」
阿
片
貿
易
に
お
い
て
蘭
印
は
「
昭
南
」
に
次
い
で
中
継
貿
易
の
重
要
な
拠
点
と
な
っ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。

（86－3－67）
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三　

ナ
チ
阿
片
と
独
日
関
係

結
局
「
満
」
独
協
定
は
四
次
ま
で
延
長
さ
れ
た
が
、
第
四
次
協
定
は
一
九
四
四
年
一
一
月
末
を
以
て
失
効
し
、
新
た
な
協
定
は
な
さ
れ
な

か
っ
た

）
11
（

。
確
か
に
独
「
満
」
阿
片
貿
易
を
始
め
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
東
ア
ジ
ア
と
の
貿
易
に
関
す
る
ド
イ
ツ
側
の
統
括
責
任
者
は
ヴ
ォ
ー

ル
タ
ー
ト
で
あ
っ
た
が
、
実
際
の
貿
易
は
ロ
ー
ゲ
ス
商
会
が
担
っ
た
。

日
本
政
府
は
、
ロ
ー
ゲ
ス
商
会
が
関
心
を
抱
く
商
品
の
売
買
に
お
い
て
、
そ
の
代
理
と
し
て
武
田
薬
品
工
業
と
交
易
営
団
を
指
名
し
た
。

交
易
営
団
は
、
交
易
業
務
の
統
制
と
重
要
物
資
の
保
管
を
目
的
と
し
て
、
一
九
四
三
年
三
月
に
交
易
営
団
法
、
四
月
の
交
易
営
団
法
施
行
令

の
公
布
を
受
け
て
、
六
月
に
設
立
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
降
伏
後
、
ド
イ
ツ
滞
貨
の
売
買
に
お
い
て
は
主
に
ロ
ー
ゲ
ス
商
会
と
交
易
営
団
と
の
間

で
契
約
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
滞
貨
は
そ
も
そ
も
ロ
ー
ゲ
ス
商
会
が
戦
時
中
に
、
東
ア
ジ
ア
各
地
で
買
い
付
け
た
重
要
物
資
で
、

戦
況
悪
化
の
為
ド
イ
ツ
本
国
へ
輸
送
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
横
浜
、
神
戸
、
大
連
等
に
保
管
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
四
四
年
一
月
頃
、

日
独
両
国
政
府
の
話
合
い
の
結
果
、
こ
の
ド
イ
ツ
滞
貨
を
日
本
の
緊
急
需
要
に
役
立
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
ド
イ
ツ
側
は
業
務

を
ロ
ー
ゲ
ス
商
会
に
委
ね
、
日
本
側
は
交
易
営
団
を
指
定
買
上
機
関
と
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
ド
イ
ツ
滞
貨
の
買
上
は
、
第
一
次
買
上
契
約

が
一
九
四
四
年
三
月
一
五
日
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
も
引
き
続
き
買
上
契
約
が
行
わ
れ
、
計
八
回
に
わ
た
り
買
上
が
行
わ
れ
た

）
11
（

。

　

一
九
四
五
年
五
月
八
日
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
無
条
件
降
伏
を
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
は
同
年
五
月
一
二
日
に
外
務
省

戦
時
経
済
局
長
澁
澤
信
一
と
話
し
合
い
を
行
っ
た
。
そ
の
後
五
月
一
六
日
付
で
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
は
澁
澤
宛
に
書
簡
を
送
付
し
、
一
九
四
五

年
二
月
二
八
日
時
点
に
お
け
る
ド
イ
ツ
滞
貨
の
概
況
に
つ
い
て
詳
細
な
表
を
添
付
し
て
説
明
を
行
っ
て
い
る

）
11
（

。
そ
の
な
か
で
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー

ト
は
、
阿
片
に
つ
い
て
も
報
告
を
し
て
お
り
、
そ
の
保
管
場
所
を
表
に
し
た
の
が
先
ほ
ど
紹
介
し
た
表
３
で
あ
る
。

　

表
３
が
示
す
よ
う
に
大
戦
末
期
に
は
、
ド
イ
ツ
滞
貨
と
し
て
の
阿
片
三
三
・
七
ト
ン
が
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
各
地
で
保
管
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
表
３
の
な
か
で
「
満
洲
国
」
に
お
い
て
ド
イ
ツ
滞
貨
と
し
て
の
ナ
チ
阿
片
が
保
管
さ
れ
て
い
た
場
所
が
奉
天
で
あ
っ
た
。
奉
天
の
阿
片

（法政研究 86－3－68）
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一
〇
ト
ン
は
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
に
よ
る
と
第
四
次
協
定
に
よ
っ
て
引
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

奉
天
の
阿
片
一
〇
ト
ン
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
降
伏
後
日
本
側
に
引
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
に
よ
る
と
、
こ
の
奉
天

の
阿
片
は
第
四
次
協
定
に
基
づ
い
て
ロ
ー
ゲ
ス
商
会
の
契
約
の
下
、
奉
天
の
カ
ル
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
商
会
（Carlow

itz &
 Co.

）
が
主
導
す
る

在
満
の
「
阿
片
組
合
（
リ
ン
グ
）」
に
買
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
奉
天
の
阿
片
は
、
ド
イ
ツ
降
伏
後
約
一
ヵ
月
後
に
「
満
洲
国
」
の

関
東
軍
が
引
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
五
年
六
月
七
日
付
の
澁
澤
か
ら
ヴ
ォ
ー
ル
タ
ー
ト
宛
の
書
簡
が
次
の
よ

う
に
明
確
に
伝
え
て
い
る

）
1（
（

。

　
「〔
…
〕
在
本
邦
独
側
保
有
物
資
ノ
引
受
方
ニ
関
シ
通
報
致
置
キ
候
処
今
般
更
ニ
在
満
関
東
軍
当
局
ニ
於
テ
ハ
五
月
十
七
日
附
貴
信
附
属

品
目
表
所
掲
ノ
奉
天
ニ
保
管
中
ノ
阿
片
約
一
〇
瓲
ヲ
引
受
ク
ル
コ
ト
ト
致
候
〔
…
〕」

　

一
方
、
神
戸
の
ナ
チ
阿
片
四
ト
ン
は
、
一
九
四
五
年
七
月
五
日
に
大
東
亜
省
の
指
示
に
基
づ
い
て
、
ロ
ー
ゲ
ス
商
会
と
交
易
営
団
と
の
間

で
阿
片
売
買
の
契
約
が
結
ば
れ
た
。
こ
の
契
約
に
基
づ
い
て
、
同
年
七
月
二
六
日
に
ロ
ー
ゲ
ス
商
会
か
ら
交
易
営
団
に
阿
片
が
引
き
渡
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た

）
11
（

。

以
上
の
よ
う
に
「
満
洲
国
」
か
ら
輸
入
さ
れ
た
ナ
チ
阿
片
は
、
大
戦
末
期
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
滞
貨
と
し
て
日
本
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
独
日
阿
片
貿
易
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

第
二
次
大
戦
中
、「
満
洲
国
」
か
ら
輸
入
さ
れ
た
ナ
チ
阿
片
は
ド
イ
ツ
へ
向
け
て
輸
送
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
軍
政
下
の
南
方
占
領

地
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
ド
イ
ツ
は
当
地
か
ら
錫
・
ゴ
ム
・
タ
ン
グ
ス
テ
ン
と
い
っ
た
重
要
な
戦
時
物
資
を
輸
入
し
て
い
た
。
一
九

四
三
年
の
一
〇
月
と
一
一
月
の
二
ヵ
月
間
だ
け
で
ド
イ
ツ
は
馬
来
軍
政
か
ら
約
四
、
六
四
四
ト
ン
も
の
錫
を
輸
入
し
て
い
た
。
こ
れ
は
当
時

（86－3－69）
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の
ド
イ
ツ
の
錫
需
要
量
の
七
ヵ
月
分
に
相
当
す
る
。
錫
や
タ
ン
グ
ス
テ
ン
を
始
め
重
要
な
戦
時
物
資
を
ド
イ
ツ
は
日
本
の
南
方
占
領
地
軍
政

か
ら
直
接
輸
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
ナ
チ
阿
片
が
決
済
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

日
本
軍
政
下
の
南
方
占
領
地
は
イ
ギ
リ
ス
を
始
め
と
し
た
旧
宗
主
国
の
阿
片
専
売
制
を
踏
襲
し
て
い
た
。「
昭
南
」
に
阿
片
精
製
と
煙
膏

の
包
装
を
行
う
阿
片
工
場
が
復
旧
作
業
に
よ
っ
て
操
業
し
、
馬
来
、
蘭
印
に
煙
膏
を
供
給
し
て
い
た
。
軍
政
下
の
南
方
占
領
地
の
歳
入
に

占
め
る
阿
片
収
入
の
貢
献
率
は
高
か
っ
た
。
日
米
英
蘭
戦
勃
発
に
よ
っ
て
印
度
阿
片
や
イ
ラ
ン
阿
片
の
輸
入
が
杜
絶
し
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」

内
で
阿
片
が
不
足
し
た
が
、
主
に
蒙
疆
阿
片
が
供
給
さ
れ
た
。
南
方
占
領
地
に
輸
出
さ
れ
た
ナ
チ
阿
片
は
、
阿
片
不
足
に
悩
む
日
本
の
軍
政

の
阿
片
専
売
収
入
に
少
な
か
ら
ず
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
大
戦
末
期
の
ナ
チ
阿
片
は
、
ド
イ
ツ
滞
貨
と
し
て
日
本
に
引
き
渡
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
「
満
洲
国
」
か
ら
輸
入
さ
れ
た
ナ
チ
阿
片
の
一
部
は
、
日
本
軍
政
下
の
南
方
占
領
地
に
輸
出
さ
れ
、
大
戦
末
期
に

は
ド
イ
ツ
滞
貨
と
し
て
日
本
に
も
引
き
渡
さ
れ
て
い
た
。
以
上
の
よ
う
に
ナ
チ
阿
片
は
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
内
で
大
戦
終
結
ま
で
「
満
」
独

日
間
で
活
発
に
取
引
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

（
１ 

）
本
論
は
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
八
日
に
近
畿
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
二
八
回
近
現
代
東
北
ア
ジ
ア
地
域
史
研
究
会
大
会
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ド
イ
ツ

と
東
ア
ジ
ア
―
外
交
・
通
商
・
謀
略
・
阿
片
・
追
放
―
」
に
お
け
る
筆
者
の
報
告
原
稿
「『
満
洲
国
』
お
よ
び
『
大
東
亜
共
栄
圏
』
で
の
『
ナ
チ
阿
片
』」

に
大
幅
に
加
筆
・
修
正
を
行
い
、
新
た
に
注
釈
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
２ 

）
本
論
で
は
日
本
軍
が
占
領
し
た
後
も
、
便
宜
上
、
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
の
領
域
を
指
す
地
理
名
と
し
て
「
蘭
印
」
と
い
う
名
称
を
使
用
す
る
。

（
３ 

）
本
論
に
お
い
て
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
は
、
主
に
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
お
け
る
日
本
軍
の
勢
力
範
囲
の
内
側
を
指
す
も
の
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、

日
本
、「
満
洲
国
」、
中
華
民
国
に
お
け
る
日
本
軍
の
占
領
地
、
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
、
タ
イ
、
馬
来
、
ビ
ル
マ
、
北
ボ
ル
ネ
オ
、
蘭
印
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
を
指
す
も
の
と
す
る
。「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
範
囲
や
構
想
に
つ
い
て
は
、
安
部
博
純
『
日
本
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
』
影
書
房
、
一
九
九
六
年
並
び
に
山
本

有
造
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
経
済
史
研
究
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。

（
４ 

）
岡
部
牧
夫
・
荻
野
富
士
夫
・
吉
田
裕
編
『
中
国
侵
略
の
証
言
者
た
ち
―
「
認
罪
」
の
記
録
を
読
む
―
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
六
七
頁
。

（
５ 

）
熊
野
直
樹
「
ナ
チ
阿
片
・
交
易
営
団
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
―
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
ド
イ
ツ
滞
貨
の
ゆ
く
え
―
」『
法
政
研
究
』
第
八
一
巻
第
三
号
、
二
〇
一

四
年
、
四
九
～
七
八
頁
、
同
「
阿
片
と
日
華
賠
償
問
題
」『
法
政
研
究
』
第
八
三
巻
第
三
号
、
二
〇
一
六
年
、
七
七
～
一
一
四
頁
、
同
「
第
二
次
世
界

（法政研究 86－3－70）
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大
戦
期
の
『
満
』
独
通
商
関
係
―
満
洲
大
豆
か
ら
阿
片
へ
―
」
田
嶋
信
雄
・
工
藤
章
編
『
ド
イ
ツ
と
東
ア
ジ
ア
一
八
九
〇
―
一
九
四
五
』
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
一
七
年
、
六
五
三
～
六
九
九
頁
。

（
６ 
） 
原
朗
『
日
本
戦
時
経
済
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
所
収
の
「
Ⅲ
『
大
東
亜
共
栄
圏
』
の
経
済
的
実
態
」、
山
本
、
前
掲
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」

経
済
史
研
究
』所
収
の「
第
Ⅱ
部『
大
東
亜
共
栄
圏
』論
」、
荒
川
憲
一『
戦
時
経
済
体
制
の
構
想
と
展
開
―
日
本
陸
海
軍
の
経
済
史
的
分
析
―
』岩
波
書
店
、

二
〇
一
一
年
所
収
の
第
四
章
「『
大
東
亜
物
流
圏
』
の
再
編
と
崩
壊
」、
倉
沢
愛
子
『
資
源
の
戦
争
―
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
人
流
・
物
流
―
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
年
、
安
達
宏
昭『「
大
東
亜
共
栄
圏
」の
経
済
構
想
―
圏
内
産
業
と
大
東
亜
建
設
審
議
会
―
』吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
を
参
照
。
近
年
の「
大

東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
分
野
に
関
す
る
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
、
安
達
、
前
掲
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
構
想
』
の
序
章
「
本
書
の
課
題
と
大
東
亜

建
設
審
議
会
の
概
要
」
並
び
に
、
河
西
晃
祐
『
大
東
亜
共
栄
圏
―
帝
国
日
本
の
南
方
体
験
―
』
講
談
社
、
二
〇
一
六
年
、
注
（
１
）、
二
八
一
頁
を
参
照
。

（
７ 

）
河
西
、
前
掲
『
大
東
亜
共
栄
圏
』、
野
村
佳
正
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
形
成
過
程
と
そ
の
構
造
―
陸
軍
の
占
領
地
軍
政
と
軍
事
作
戦
の
葛
藤
―
』
錦
正

社
、
二
〇
一
六
年
。

（
８ 

）
小
林
英
夫
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
形
成
と
崩
壊
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
五
年
、
四
五
二
頁
。

（
９ 

）G
eerken, H

orst H
.: H

itlers G
riff nach A

sien. D
as D

ritte R
eich und N

iederländisch-Indien. A
ufbau deutscher 

M
arinestützpunkte. Eine D

okum
entation, Band 1, 2. A

uflage, Bonn 2015, S.302, 329; ders.: H
itlers Griff nach A

sien. D
er 

A
nfang vom

 Ende der K
olonialzeit. D

eutsche H
ilfe für Soekarnos Freiheitskäm

pfer und Indiens Subhas Chandra Bose. Eine 
D

okum
entation, Band 2, 2. A

uflage, Bonn 2015, S.105.

蘭
印
で
は
気
候
の
関
係
で
罌
粟
は
栽
培
で
き
ず
、
そ
の
た
め
阿
片
を
海
外
か
ら
輸
入
し

て
い
た
が
、
ゲ
ー
ル
ケ
ン
は
同
地
で
阿
片
が
生
産
さ
れ
た
と
見
な
し
て
い
る
（Ebenda, Band 2, S.105

）。

（
10 

）
熊
野
、
前
掲
「
ナ
チ
阿
片
・
交
易
営
団
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」、
同
、
前
掲
「
阿
片
と
日
華
賠
償
問
題
」
を
参
照
。

（
11 

）
小
田
部
雄
次
『
徳
川
義
親
の
十
五
年
戦
争
』
青
木
書
店
、
一
九
八
八
年
、
一
四
〇
～
一
四
一
頁
。

（
12 

）
久
保
井
規
夫
氏
が
日
本
の
財
閥
と
阿
片
と
の
関
係
に
お
い
て
中
国
と
東
南
ア
ジ
ア
を
「
大
東
亜
阿
片
圏
」
と
表
現
し
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
阿
片
と

の
関
係
を
考
え
る
際
に
、
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
氏
の
著
書
は
い
わ
ゆ
る
一
般
書
で
あ
り
、
日
本
軍
政
下
の
「
大
東
亜
共

栄
圏
」
に
お
け
る
阿
片
専
売
制
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
実
証
研
究
で
は
な
い
。
参
照
、
久
保
井
規
夫
『
絵
で
読
む
紫
煙
・
毒
煙
・「
大
東
亜
」
幻
影
―

日
本
の
戦
争
と
煙
草
・
阿
片
・
毒
煙
―
』
つ
げ
書
房
新
社
、
二
〇
〇
七
年
。

（
13 

）
詳
し
く
は
、
熊
野
直
樹
「
バ
タ
ー
・
マ
ー
ガ
リ
ン
・
満
洲
大
豆
―
世
界
大
恐
慌
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
通
商
政
策
の
史
的
展
開
―
」
熊
野
直
樹
・
柴
尾

健
一
・
山
田
良
介
・
中
島
琢
磨
・
北
村
厚
・
金
哲
『
政
治
史
へ
の
問
い
／
政
治
史
か
ら
の
問
い
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
六
〇
～
一
六
六
頁

参
照
。

（
14 

）
熊
野
、
前
掲
「
バ
タ
ー
・
マ
ー
ガ
リ
ン
・
満
洲
大
豆
」
一
六
六
～
一
六
八
頁
。

（86－3－71）
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（
15 

）
熊
野
、
前
掲
「
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
『
満
』
独
通
商
関
係
」
六
五
九
頁
。

（
16 

）
田
嶋
信
雄
『
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
中
国
国
民
政
府　

一
九
三
三
－
一
九
三
七
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
、
一
九
〇
～
一
九
一
頁
、
三
五
二

～
三
五
六
頁
。

（
17 
）
熊
野
、
前
掲
「
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
『
満
』
独
通
商
関
係
」
六
五
九
～
六
六
〇
頁
。

（
18 

）
熊
野
、
前
掲
「
バ
タ
ー
・
マ
ー
ガ
リ
ン
・
満
洲
大
豆
」
表
５
―
２
、
一
六
九
頁
参
照
。

（
19 

）
熊
野
、
前
掲
「
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
『
満
』
独
通
商
関
係
」
六
六
五
～
六
六
六
頁
、
表
11
―
３
、
六
七
九
頁
参
照
。

（
20 

）
熊
野
、
前
掲
「
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
『
満
』
独
通
商
関
係
」
六
七
一
～
六
七
四
頁
。

（
21 

）
熊
野
、
前
掲
「
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
『
満
』
独
通
商
関
係
」
六
七
四
～
六
七
五
、
六
七
八
頁
。
引
用
は
、
六
七
五
頁
。

（
22 

）
熊
野
、
前
掲
「
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
『
満
』
独
通
商
関
係
」
六
七
八
～
六
七
九
、
六
八
六
～
六
九
〇
頁
。

（
23 

）
熊
野
、
前
掲
「
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
『
満
』
独
通
商
関
係
」
六
八
二
、
六
八
八
頁
。

（
24 

）Behrens, Rom
an: „V

ernichten und H
eilen“ 

― Ein Forschungsbericht zur M
ilitärm

edizin des Zw
eiten W

eltkriegs, N
orderstedt 

2012; Bollinger, N
icolas: Pervitin im

 nationalsozialistischen D
eutschland. U

ntersuchung anhand der U
nterstellung unter das 

O
pium

verbot vom
 12 Juni 1941, Saarbrücken 2016; Eckart, W

olfgang U
./ A

lexander N
eum

ann (H
g.): M

edizin im
 Zw

eiten 
W

eltkrieg. M
ilitärm

edizinische Parxis und m
edizinische W

issenschaft im
 

》Totalen K
rieg

《, Paderborn 2006; H
olzer, T

ilm
ann: D

ie 
Geburt der D

rogenpolitik aus dem
 Geist der Rassenhygiene. D

eutsche D
rogenpolitik von 1933 bis 1972, N

orderstedt 2007; O
hler, 

N
orm

an: D
er totale Rausch. D

rogen im
 D

ritten Reich, K
öln 2015

（
ノ
ー
マ
ン
・
オ
ー
ラ
ー
、
須
藤
正
美
訳
『
ヒ
ト
ラ
ー
と
ド
ラ
ッ
グ
―
第
三

帝
国
に
お
け
る
薬
物
依
存
―
』
白
水
社
、
二
〇
一
八
年
）; Pieper, W

erner (H
g.): N

azis on Speed. D
rogen im

 3. Reich, Löhrbach o.J.(2002).

（
25 

）Klee, Enst: 

》Euthanasie

《 im
 N

S-Staat. D
ie 

》Vernichtung lebensunw
erten Lebens

《, Frankfurt am
 M

ain 1983; ders.: 

》Euthanasie

《 
im

 D
ritten Reich. D

ie 

》Vernichtung lebensunw
erten Lebens

《, 2.A
uflage, Frankfurt am

 M
ain 2014

（
エ
ル
ン
ス
ト
・
ク
レ
ー
、
松

下
正
明
監
訳
『
第
三
帝
国
と
安
楽
死
―
生
き
る
に
値
し
な
い
生
命
の
抹
殺
―
』
批
評
社
、
一
九
九
九
年
）; D

okum
ente zur 

》Euthanasie

《, 
herausgegeben von Ernst K

lee, Frankfurt am
 M

ain 1985; 
ウ
オ
ル
タ
ー
・
ラ
カ
ー
、
井
上
茂
子
・
木
畑
和
子
・
芝
健
介
・
長
田
浩
彰
・
永
岑

三
千
輝
・
原
田
一
美
・
望
田
幸
男
訳
『
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
大
事
典
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
三
年
。

（
26 

）
熊
野
、
前
掲
「
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
『
満
』
独
通
商
関
係
」
六
七
九
～
六
八
〇
頁
。

（
27 

）
熊
野
、
前
掲
「
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
『
満
』
独
通
商
関
係
」
六
八
一
頁
、
引
用
は
同
頁
。

（
28 

）Files and Records O
F T

H
E GERM

A
N

 D
ELEGA

T
IO

N
 FO

R ECO
N

O
M

IC N
EGO

T
IA

T
IO

N
S IN

 EA
ST

 A
SIA

 (1941-1945). (D
eutsch 

M
ission fuer W

irtschaftsverhandlungen in O
stasien), p.36, 42, in: GH

Q
/SCA

P, Records, Econom
ic and Scientific Section, Germ

an 

（法政研究 86－3－72）
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Consulate Records (D
ocum

ents), Feb. 1946 – N
ov. 1946, ESS (D

)-11161

（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
請
求
番
号
）：
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料

室
蔵
。

（
29 
）「
昭
和
十
六
年
度
条
約
第
三
課
執
務
報
告
」
二
二
九
頁
：
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（JA

CA
R

）
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
（Ref.

）[B04013417800].
（
30 
）
野
間
海
造
「
南
方
圏
の
農
業
問
題
」『
社
会
政
策
時
報
』
第
二
七
〇
号
、
一
九
四
三
年
、
一
一
四
頁
。

（
31 

）
戦
時
日
本
の
阿
片
政
策
と
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
昨
今
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
熊
野
直
樹
「
近
代
日
本
の
阿
片
政
策
史
研
究

の
現
状
と
課
題
」『
法
政
研
究
』
第
八
五
巻
第
三
・
四
号
、
二
〇
一
九
年
、
一
五
〇
～
一
五
二
頁
を
参
照
。

（
32 

）「
大
東
亜
共
栄
圏
各
地
域
を
通
ず
る
阿
片
政
策
確
立
に
関
す
る
件
（
興
亜
院
華
中
連
絡
部
次
長
昭
和
一
七
年
三
月
二
八
日
）」
岡
田
芳
政
・
多
田
井
喜
生
・

高
橋
正
衛
編
集
・
解
説
『
続
・
現
代
史
資
料
12　

阿
片
問
題
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
年
、
三
六
二
頁
。

（
33 

）
前
掲
「
大
東
亜
共
栄
圏
各
地
域
を
通
ず
る
阿
片
政
策
確
立
に
関
す
る
件
」
三
六
四
頁
。

（
34 

）「
昭
和
一
七
年
度
支
那
阿
片
対
策
打
合
会
議
資
料
（
興
亜
院
華
中
連
絡
部
昭
和
一
七
年
八
月
一
九
日
）」、
前
掲
『
続
・
現
代
史
資
料
12　

阿
片
問
題
』

三
八
六
頁
。

（
35 

）「
南
方
向
輸
出
阿
片
の
処
理
の
件
」：JA

CA
R: Ref.[C01000881900].

（
36 

）
昭
和
通
商
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
い
の
う
え
田
堂
『〈
実
録
・
日
本
陸
軍
株
式
会
社
〉
幻
の
大
企
業
・
昭
通
』
国
際
情
報
社
、
一
九
八
三
年
、

山
本
常
雄
『
阿
片
と
大
砲
―
陸
軍
昭
和
通
商
の
七
年
―
』
Ｐ
Ｍ
Ｃ
出
版
、
一
九
八
五
年
、
柴
田
善
雅
「
陸
軍
軍
命
商
社
の
活
動
―
昭
和
通
商
株
式
会
社

覚
書
―
」『
中
国
研
究
月
報
』
第
五
八
巻
第
五
号
、
二
〇
〇
四
年
、
一
～
一
九
頁
。
昭
和
通
商
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
熊
野
、
前
掲
「
近
代

日
本
の
阿
片
政
策
史
研
究
の
現
状
と
課
題
」
一
二
七
～
一
二
八
頁
を
参
照
。

（
37 

）
中
央
档
案
館
整
理
『
日
本
侵
華
戦
犯
筆
供　

伍
』
北
京
・
中
国
档
案
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
五
八
七
～
五
八
八
頁
、
片
倉
衷
・
古
海
忠
之
『
挫
折

し
た
理
想
国
―
満
洲
国
興
亡
の
真
相
―
』
現
代
ブ
ッ
ク
社
、
一
九
六
七
年
、
二
七
一
～
二
七
二
頁
。

（
38 

）「
阿
片
協
議
会
開
催
ニ
関
ス
ル
件　

昭
和
十
八
年
十
一
月
十
六
日
開
催
」：JA

CA
R: Ref.[B06050057100].  

ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
標
題
は
、

開
催
日
が
「
六
日
」
と
誤
記
さ
れ
て
い
る
。

（
39 

）
前
掲
「
阿
片
協
議
会
開
催
ニ
関
ス
ル
件
」。

（
40 

）「
マ
レ
ー
ノ
阿
片
専
賣
制
」（
資
料
統
計
集
第
二
十
号
、
第
二
十
五
軍
軍
政
部
調
査
班　

昭
一
七
．
四
．
二
六
．）
一
～
三
頁
：JA

CA
R: Ref.

[C14060569100].

（
41 

）
伊
藤
隆
監
修
、
百
瀬
孝
著
『
事
典　

昭
和
戦
前
期
の
日
本
―
制
度
と
実
態
―
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
、
二
八
七
頁
。

（
42 

）
以
上
の
叙
述
は
、
小
田
部
、
前
掲
『
徳
川
義
親
の
十
五
年
戦
争
』
一
四
〇
頁
に
よ
る
。

（
43 

）「
南
方
占
領
地
財
政
概
況
」『
単
行
図
書
資
料
第
92
巻　

南
方
開
発
金
庫
調
査
課
資
料
（
６
点
）』
龍
溪
書
舎
、
二
〇
〇
六
年
、
二
六
頁
。

（86－3－73）
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（
44 

）
前
掲
「
マ
レ
ー
ノ
阿
片
専
賣
制
」
五
～
六
頁
：JA

CA
R: Ref.[C14060569100].

（
45 

）
前
掲
「
マ
レ
ー
ノ
阿
片
専
賣
制
」
二
一
頁
：JA

CA
R: Ref.[C14060569100].

（
46 
）
前
掲
「
マ
レ
ー
ノ
阿
片
専
賣
制
」
二
二
頁
：JA

CA
R: Ref.[C14060569100].

（
47 
）
前
掲
「
マ
レ
ー
ノ
阿
片
専
賣
制
」
四
頁
：JA

CA
R: Ref.[C14060569100].

（
48 

）『
戦
時
月
報
（
軍
政
関
係
）
昭
和
十
八
年
八
月
三
十
一
日　

馬
来
軍
政
監
部
』（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
史
料
室
、
南
西
‐
軍
政
‐

六
）、
富
集
団
司
令
部
、
昭
南
・
馬
来
軍
政
監
部
編
、
倉
沢
愛
子
解
題
『
南
方
軍
政
関
係
史
料
⑱
極
秘　

戦
時
月
報
・
軍
政
月
報
』
第
五
巻
、
龍
溪
書
舎
、

二
〇
〇
〇
年
、
二
九
～
三
〇
頁
。

（
49 

）『
戦
時
月
報
（
軍
政
関
係
）
昭
和
十
八
年
十
月
三
十
一
日　

馬
来
軍
政
監
部
』（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
史
料
室
、
南
西
‐
軍
政
‐
六
）、

前
掲
『
戦
時
月
報
・
軍
政
月
報
』
第
五
巻
、
一
八
六
～
一
八
七
頁
。

（
50 

）
小
田
部
、
前
掲
『
徳
川
義
親
の
十
五
年
戦
争
』
一
四
〇
～
一
四
一
頁
。
戦
時
中
、「
昭
南
」
や
バ
ダ
ビ
ア
に
阿
片
煙
膏
の
製
造
工
場
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

一
般
に
知
ら
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
野
間
、
前
掲
「
南
方
圏
の
農
業
問
題
」
一
二
八
頁
参
照
。
な
お
、
当
時
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
い
て
阿
片
煙

膏
の
製
造
工
場
は
「
満
洲
国
」
に
四
、
バ
ダ
ビ
ア
（
ジ
ャ
カ
ル
タ
）
に
一
、「
昭
南
」
に
一
、
バ
ン
コ
ク
に
一
、
サ
イ
ゴ
ン
に
一
、
広
東
に
一
、
上
海
に
一
、

香
港
に
一
ほ
ど
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。“II. Interview

 of Syachi [sic!] BA
BA

, 12 D
ecem

ber 1947”, in: GH
Q

/SCA
P, Records, Public 

H
ealth and W

elfare Section, M
anchurian O

pium
 Report, D

ate A
pr.1948, PH

W
-01811: 

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

（
51 

）「
極
秘　

昭
和
十
八
年
三
月　

昭
南
特
別
市
重
要
工
場
現
状
概
況　

軍
政
監
部
総
務
部
調
査
室
」
三
四
～
三
五
頁
：JA

CA
R: Ref.[C14060644100].

（
52 

）
前
掲
『
戦
時
月
報
（
軍
政
関
係
）
昭
和
十
八
年
十
月
三
十
一
日
』、
前
掲
『
戦
時
月
報
・
軍
政
月
報
』
第
五
巻
、
一
九
三
頁
。

（
53 

）『
戦
時
月
報　

昭
和
十
八
年
十
一
月
三
十
日　

馬
来
軍
政
監
部
』（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
史
料
室
、
南
西
‐
軍
政
‐
六
）、
前
掲
『
戦

時
月
報
・
軍
政
月
報
』
第
五
巻
、
二
七
七
～
二
七
八
頁
。

（
54 

）Files and Records O
F T

H
E GERM

A
N

 D
ELEGA

T
IO

N
 FO

R ECO
N

O
M

IC N
EGO

T
IA

T
IO

N
S IN

 EA
ST

 A
SIA

 (1941-1945), p.48, 
in: GH

Q
/SCA

P, ESS (D
)-11161: 

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

（
55 

）
熊
野
、
前
掲
「
ナ
チ
阿
片
・
交
易
営
団
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
五
七
頁
。

（
56 

）Scherner, Jonas: Lernen und Lernversagen. D
ie „M

etallm
obilisierung“ im

 D
eutschen Reich 1939 bis 1945, in: V

ierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte, Jg. 66, H

. 2, 2018, S.253.

（
57 

）Scherner, Lernen und Lernversagen, S.233-266.

（
58 

）「
独
逸
関
係
諸
協
定
運
営
竝
ニ
資
金
統
制
ニ
関
ス
ル
件
」「
３
．
対
独
諸
条
約
に
対
す
る
措
置
」：JA

CA
R: Ref.[B02032982200]；

熊
野
、
前
掲
「
バ

タ
ー
・
マ
ー
ガ
リ
ン
・
満
洲
大
豆
」
一
七
二
頁
。

（法政研究 86－3－74）
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（
59 

）
熊
野
、
前
掲
「
ナ
チ
阿
片
・
交
易
営
団
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
五
七
～
五
八
頁
。

（
60 

）
熊
野
、
前
掲
「
ナ
チ
阿
片
・
交
易
営
団
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
五
八
～
五
九
頁
。

（
61 
）
熊
野
、
前
掲
「
ナ
チ
阿
片
・
交
易
営
団
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
五
九
～
六
〇
頁
、
引
用
は
六
〇
頁
。

（
62 
）
熊
野
、
前
掲
「
ナ
チ
阿
片
・
交
易
営
団
・
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
六
一
頁
。

＊
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
一
六
Ｋ
一
三
三
三
八
及
び
Ｊ
Ｐ
一
九
Ｋ
〇
一
五
〇
二
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。


